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ご あ いさ つ

全職員が、お客さまの課題を解決する
“コンサル力”を持っている

お客さまやパートナーとともに
“お互いが成長できる関係”を築いている

全職員が、お客さまが相談したいと思う
“人としての魅力”を持っている

夢に向かって挑む
“職員を応援する会社”になっている

異なる意見を
尊重し、お互いが
認め合う

困難も乗り越える
最強チームをつくる

明るく、前向きに、
一生懸命仕事に
取り組む

正しいことを
選択する

自己研鑽を
怠らない

自ら考え
積極的に
行動する

私たちは、お客さまにとって一番頼りになる相談相手として、課題解決サポートに取り組み、
お客さま・地域とともに新しい価値を創っていきます。

課題解決型営業
（コンサル活動）

組織・人財の変革
 -人的資本経営-

中期経営計画
“変革”-新しい時代への挑戦-

（2024年度～2026年度）

中期経営計画中期経営計画中期経営計画
“変革”-新しい時代への挑戦-“変革”-新しい時代への挑戦-“変革”-新しい時代への挑戦-

（2024年度～2026年度）

課題解決対応力
サポート人財の育成・配置

“ひと”を活かす組織
自ら考え行動できる人財の育成

業務改革
DX推進・業務見直し

3つの変革

1 2

私達は協同組織の理念に基き、
地域社会の経済発展に寄与して、
豊かな住みよい郷土の建設に尽し、
大衆より愛される金庫になることを期する。

基本方針

金庫概要（令和7年3月末現在）

1.  中小・小規模事業者の発展、
　 新たな挑戦を応援します
1. 地域に集う人たちの夢の実現を応援します
1. 地域活性化・社会貢献活動に取り組みます

行動指針

鳥取県米子市東福原2丁目5-1
大正11年12月2日
２,５４７百万円
170名

■ 所  在  地
■ 設　    立
■ 出  資  金
■ 常勤役職員数

１４,４４４名
15カ店
１８５,９４７百万円
１２５,６７０百万円

■ 会 員 数
■ 店 舗 数
■ 預金積金残高
■ 貸出金残高

　平素より私ども米子信用金庫に格別のご愛顧とご支援を賜り、誠にありがたくお礼申し上げます。
　令和６年度の我が国経済は、物価上昇が続く中で緩やかな回復が続きましたが、金融面では、長らく続いたゼロ金利政策の
転換により、再び「金利のある世界」が到来し、大きな転換期を向かえた一年となりました。足許では、米国関税政策による国内
経済や物価動向の不確実性が高く、中小企業を取り巻く環境は依然として不透明さが残っています。
　こうした環境のもと、令和６年度は中期経営計画の初年度として、役職員一丸となって地域・お客さまの課題解決サポートに
取り組んでまいりました。
　具体的には、引き続き円安やエネルギー価格変動による物価高の影響を受けるお客さまへの資金繰り支援をはじめ、経済
産業省の“地域の人事部”を活用した「次世代経営者のためのビジネス育成塾」の開催、お客さまの競争力維持と業務効率化
の支援を目的としたＤＸフェアの開催など、お客さまの課題解決サポートに取り組みました。さらに、職員の課題解決サポート
力を強化するため、「企業サポーター」や「ライフプランサポーター」の育成にも取り組んでいます。
　また、「皆生温泉観光宣伝隊」の観光誘致活動や「ちょこっとマルシェ」の開催による地域活性化、ＳＮＳを通じたお客さまの
情報発信にも取り組んでまいりました。
　加えて、「窓口支援システム」の機能拡充、公共インフラ「ヨメテル（文字表示サービス）」の対応
開始など、利便性向上に向けた取り組みも進めてまいりました。
　こうした取り組みの結果、厳しい経営環境の中ではありましたが、経常利益は２６６百万円、当期
純利益は２７５百万円を計上することができました。

　中期経営計画“変革”の２年目も、「地域で一番“ありがとう”と言われるコミュニティバンク」を
目指す姿に掲げ、お客さまの一番頼りになる相談相手として課題解決をサポートし、新たな価値を
創造してまいりますので、今後ともご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年7月

コミュニティバンク
と言われる地域で一番
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This is the place for us to be relaxed. We love this town to feel relieved.

“ありがとう”

価値観

未来イメージ
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米子信用金庫と地域社会
　当金庫は、鳥取県全域並びに島根県東部地域を事業区域とし、地域の皆さまから大切な資金をお預かりし、会員の方々を中心
とする地域の皆さまに資金提供することで、地域の活性化を図っていきます。また、文化、環境、教育といった面も視野に入れ、広
く地域社会の活性化に積極的に取り組んでいます。

※計数は令和7年3月末現在

会員数
１４,４４４名

お客さま／会員
文化的
社会的
貢献

支援
サービス

貸出金
貸出金残高

１２５,６７０百万円

預金積金
預金積金残高

１８５,９４７百万円

出資金
出資金残高
2,547百万円

役職員数：170名
店 舗 数：15カ店

地域で一番
“ありがとう”と言われる
コミュニティバンク

地域社会、地域文化、スポーツ振興への取り組みを積極
的に行っています。詳細は 8ページをご覧ください。

文化的・社会的貢献に関する事項

お客さまからお預け入れいただいた預金
積金につきましては、お客さまの様々な資金
ニーズに応え、地域経済の活性化に資する
ために、円滑な資金供給を行う形でお客さま
や地域社会に還元しています。

地域のお客さまへのご融資

お客さまからお預かりした資金をご融資の
ほか、信金中金預け金や有価証券で運用
しております。有価証券の運用については、
安全性・収益性に配慮し、市場動向を考慮
した運用を行っています。

貸出金以外の運用

米子信用金庫 SDGs宣言
　米子信用金庫は、協同組織の理念である相互扶助の精神並びに「地域社会繁栄への奉仕」「中小
企業の健全な発展」「豊かな国民生活の実現」という信用金庫のビジョンのもと、事業活動を通じて
SDGs（持続可能な開発目標）の達成に貢献し、持続可能な地域社会の実現を目指します。

※SDGsとは国連で採択された「持続可能な開発目標」のことで、社会が抱える問題を解決し、
　世界全体で2030年を目指して明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。

重点項目 ❶パートナーシップの発揮  ❷地域経済の持続的繁栄  ❸暮らしやすい地域社会の実現

米子信用金庫と地域社会 令和6年度 決算概要

※計数は令和7年3月末現在
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（ 百万円 ）
■ 当期利益　■ コア業務純益※

※業務純益から一般貸倒引当金と国債等債券関係損益を除いたもので、
　信用金庫の本来の業務活動による収益力を表しています。
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令和5年3月末

237

674

令和6年3月末

612

244

令和7年3月末

649

275

令和6年3月末
1,850

38,290

148,123

188,265

令和7年3月末
1,392

39,043

145,511

185,947

令和5年3月末

149,549

189,199

1,025

38,624

17,203

80,630

29,855

127,689

15,244

78,543

31,069

124,856

令和6年3月末

13,443

80,798

31,428

125,670

令和7年3月末令和5年3月末

令和5年3月末

8.27

令和6年3月末

8.27

令和7年3月末

8.39

令和7年3月末

5,494

令和5年3月末

6,497

令和6年3月末

5,348

4.28

4.98

4.19
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● DX化の推進
● 業務の効率化

フェアでのマッチング

A社 DX支援業者

DX体感フェアの開催 呼びかけ

フェアへの
参画

フェアの
案内

フェアへの参加

DXで効率化したい
けどどうすればいい?

　経済産業省「地域の人事部」事業を活用し、地域の若手
経営者や後継者が、経営に関する知識と実践的なスキルを
学び、経営力を高める支援を行っています。また、地域の経営者
や専門家とのネットワーキ
ング機会を提供し、人脈
とビジネスの視野を広げ
る支援にも取り組んでい
ます。

悩み

中小・小規模事業者のライフステージや置かれた環境等に応じて、お客さまが抱えておられる様々な課題の解決に取り組んでいます。
お客さまの課題解決に向けて

 補助金支援や情報マッチング支援に加え、経営改善支援
や事業承継・M&Aへの対応力を養成する「企業サポーター
育成制度」や課題解決の好事例を共有
する「ベストプラクティス会議」などを
通じて、全職員が課題解決能力を有する
信用金庫を目指しています。

課題解決力の向上

　お客さまの課題解決をサポートする専担部署
として「経営支援室」を新設し、態勢強化を図っ
ています。

お客さまの経営課題に対する支援態勢 創業支援
● 事業計画策定支援
● 創業融資･ファンド等を
　 通じた資金供給  等

経営改善･事業承継支援
● 経営改善計画策定支援
● 抜本的な財務支援
● 事業承継･M&A支援  等

成長･事業拡大支援
● 販路拡大支援(ビジネスマッチング)
● 補助金申請サポート
● SDGｓ等成長分野への資金供給
● 事業コンサルティング  等

創業期 成長期 安定期 経営改善･再生期

連 携

外部専門機関
● 中小企業活性化協議会
● 認定支援機関による
　コンサルタント斡旋
● 支援ネットワーク
● 事業再生ファンド
● 事業承継･引継ぎ支援センター
● よろず支援拠点  等

[ 経営改善･事業承継支援 ]
お客さまそれぞれの状況を踏まえた経営改
善計画の策定支援に取り組んでいます。また、
次世代への円滑な事業承継・M&A支援にも
注力しており、オンラインのM&Aマッチング
業務を運営するバトンズとも提携しています。

お客さまそれぞれの状況を踏まえた経営改
善計画の策定支援に取り組んでいます。また、
次世代への円滑な事業承継・M&A支援にも
注力しており、オンラインのM&Aマッチング
業務を運営するバトンズとも提携しています。

[  創業支援 ]
地域に新しい活力を創造
するため、創業者の想いを
形にする支援をしています。

地域に新しい活力を創造
するため、創業者の想いを
形にする支援をしています。

[  成長･事業拡大支援 ]
外部ネットワークも積極的に活用しながら、事業の成長拡大、
販路拡大、新分野への進出支援のほか、各種の経営支援に取り
組んでいます。

外部ネットワークも積極的に活用しながら、事業の成長拡大、
販路拡大、新分野への進出支援のほか、各種の経営支援に取り
組んでいます。

　本町支店、境港支店に設置している「商店街創業
相談窓口」では、中心市街地での起業や創業を目指
す事業者を、資金面だけでなく情報や経営ノウハウ
の提供でも支援しています。

商店街創業相談窓口

　外部機関と連携し、様々な経営支援メニューを提供
しています。令和6年度は生産性向上や地域貢献の支援
メニューを拡充しました。

様々な経営支援メニュー

● DX、通信インフラ、システム開発
● 光熱費削減支援
● 経理代行サービス

● 中途採用人材紹介
● 外国人人材紹介
● 経営者の結婚相手紹介

● 請求書電子化
● 電子請求書早払い
● 介護支援システム

● 企業年金導入支援
● OFFICE DE YASAI
● ホームセキュリティ

● クラウドファンディング
● 大型ビジョン広告宣伝
● 土地・資産活用

● 経営コンサルティング
● 事業計画立案
● 補助金申請サポート

　全国の信用金庫ネットワークを活かして皆生温泉への
観光誘致活動を20年
以上に渡り実施してい
ます。令和6年11月に
は、関東方面の信用金
庫に訪問し観光誘致活
動を行いました。

皆生温泉観光宣伝隊

　金額の一部を上限とし
て教育機関等へSDGs
活動に資する寄付・寄贈
を行うことができ、SDGs
普及拡大や社会的課題
解決に向けた取り組みを
後押ししています。

SDGs私募債･SDGsローンの提供

　お客さまの販路拡大に向けて、当金庫内でビジネスマッチング
情報を共有し、幅広く対応を検討する「マッチングラボ」を運営し
ています。また、信用金庫業界のネットワークを活用し、全国的な
ビジネスマッチングが可能なマッチングサイト「しんきんコネクト」
の登録紹介も行っています。

ビジネスマッチングの促進

　人材不足や働き方改革が進む中、お客さまの
競合他社に対する競争
力維持や優位性強化、
業務効率化の支援に
取り組んでいます。

DX体感フェアの開催

ビジネス育成塾の開講

先代から事業を引き継いだB社代表者は、当地で
事業を長く続けたいという想いから、賃借して
いた工場の取得を検討していましたが、一方で
B社が抱える経営課題への対応も必要な状況で
した。当金庫はB社の経営課題を解決すること
が最優先と考え、外部コンサルも活用しつつ、
経営改善計画の策定支援を行いました。これに
より、経営課題や改善に向けた具体的な施策が
導き出され、最終的には資金需要にも応需しま
した。

支援の事例

事業規模を順調に拡大してきたA社は、従来からの業務
をDXで効率化したいと考えていましたが、どのように進
めていけばよいのか悩んでいました。そこで、当金庫より
DX体感フェアを案内して、A社とDX支援業者を速やか
にマッチングし、A社の意向に沿ったDX化を進め、業務
の効率化を支援しました。

支援の事例

生産性向上支援 人材雇用支援 ＩＴツール導入支援

福利厚生支援 販路拡大支援 事業計画等策定支援

ご相談

連携

ご提案

● 税理士
● 公認会計士
● 中小企業診断士など

● 問題点の整理
● 対策の検討
● 策定支援

B社代表 外部専門家
● 先代から事業引き継ぎ
● 賃借工場の取得を検討
● 経営課題への対応

経営課題や改善に向けた具体的な施策や
資金需要への応需につながる

最終的
には

経
営
支
援
室

営
業
統
括
部

審
査
管
理
部

お
客
さ
ま

営 

業 

店

課
題
解
決

連
携

支
援

サ
ポ
ー
ト

ビジネス
サポートチーム

中小・小規模事業者の発展、新たな挑戦を応援します
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よなごしんきん優遇金利定期
預金「えび寿600」の取扱開始

0120-475-005
ローン･資産運用等ご相談窓口

　能登半島地震からの復興支援の一環と
して、募集総額の0.25%にあたる金額を、
信用金庫の中央金融機関である信金中央
金庫が能登半島の被災地方公共団体に
寄付する定期積金を取り扱いました。

能登半島復興応援積金
「復興応援積金」の取扱開始

　当金庫で年金をお受取りのお客さま
専用商品として、優遇金利定期の取り
扱いを開始しました。

　Instagram、Line、Facebookと
いったSNSを活用し、お客さまと当金庫
の双方で協力し、地域を盛り上げて
いく情報発信
｢よなっこ通信｣
に取り組んで
います。

SNSを通じた地域の魅力発信「よなっこ通信」

　お客さまのライフステージに応じてマイカーローンや教育
ローン、投資信託など各種商品の取扱いを行っています。
　また、お客さまが気軽にご相談いただける「ローン・資産
運用等ご相談窓口」フリーダイヤルを設けています。

　個人のお客さまのライフステージに応じた最適なアドバイスやニーズに合わせた幅広い提案力
を養成する「ライフプランサポーター制度」を通じて、全職員が課題解決能力を有する信用金庫を
目指しています。

お客さまのライフステージに合わせたご提案

課題解決力の向上

WEB完結型（来店不要型）ローン

　お客さまの販路拡大や地域社会の発展につながるよう、
“元気な会社のいい仕事”をご紹介する地域経済応援番組
「山陰ぐっジョブ！」の番組スポンサーを務めています。

　お取引先企業の福利
厚生に資する制度として、
当金庫と職域サポート契
約を締結いただいた事業
所にお勤めの方に、さまざ
まな優遇サービス・商品を
提供する制度です。

職域サポート制度

お取引先企業のキッチンカー
誘致や店頭販売、プレゼント配布
などを行い、お取引先企業と当金
庫を地域の方 に々PRしました。

個性や多様性を尊重しあう組織
風土を醸成し、職員の自立向上と
魅力ある職場づくりに取り組んで
います。

企業版ふるさと納税マッチング業務
（日南町、南部町、安来市、米子市）

カーボン・オフセット(J-クレジット)マッチング業務
（日南町）

皆生海岸美化清掃ボランティア
（令和6年6月）

ぬりえコンテスト
（令和6年5月）

中学生の職場見学
(令和6年10月)

小学生との野球交流会「やきゅやろ」
（令和6年11月）

よなごしんきんちょこっとマルシェ
（令和6年5月）

第51回米子がいな祭り
（令和6年8月）

第31回よなごしんきん
ふれあい健康ウォーク（令和6年11月）

米子水鳥公園清掃ボランティア
（令和6年9月）

夏休みリサイクルアイデア展
（令和6年10月）

弓ヶ浜・白砂青松そだて隊活動
（令和6年10月）

自分らしく働ける職場づくり

当金庫スポンサー番組「山陰ぐっジョブ！」

カーライフプラン

フリーローン

教育プラン

カードローン

地域に集う人たちの夢の実現を
応援します

地域活性化･社会貢献活動に
取り組みます

「信用金庫の日」の取り組み

住みよい地域環境づくりに向けて

地域の若年層の健全な成長に向けて

地域イベントの企画･参加

7 8



米子信用金庫の事業内容と各種計数

1 .  預金業務
（１）預　金
     当座預金、普通預金、貯蓄預金、通知預金、
     定期預金、定期積金、別段預金、
     納税準備預金等を取り扱っております。
（２）譲渡性預金
     譲渡可能な預金を取り扱っております。

3 .  有価証券投資業務
預金の支払準備及び資金運用のため国債、地方債、
社債、株式、その他の証券に投資しております。

4 .  内国為替業務
送金為替、当座振込及び代金取立等を
取り扱っております。

2 .  貸出業務
（１）貸　付
     手形貸付、証書貸付、及び当座貸越を
     取り扱っております。
（２）手形の割引
     商業手形の割引を取り扱っております。

5 .  付帯業務
（１）代理業務
　　（イ）日本銀行歳入代理店
　　（ロ）地方公共団体の公金取扱業務
　　（ハ）住宅金融支援機構等の代理店業務
　　（ニ）株式払込金の受入代理業務
　　（ホ）（株）日本政策金融公庫等の代理貸付業務
（2）有価証券の貸付
（3）債務の保証
（4）公共債の引受
（5）国債等公共債の窓口販売
（6）両　替

（7）保険商品の募集業務
　  （保険業法第275条1項により行う保険募集）
（8）共済募集業務（中小労災共済法に基づく共済募集）
（9）証券投資信託の窓口販売
（10）地域活性化等業務
（11）デリバティブ取引
（12）相続関連業務の媒介業務
（13）電子債権記録業に係る業務
（14）有価証券の私募の取り扱い
（15）特定目的会社が発行する特定社債の引受け、
　　 又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取り扱い

主 要 な 事 業 の 内 容

事業者の皆さまのサポートに関する各種計数

■商店街創業相談窓口での成約状況

令和6年度実績 3件　14百万円

■補助金申請支援実績

令和6年度実績 8件

■令和6年度の経営改善支援等の取り組み実績

αのうち期末に
債務者区分が

ランクアップした先数

αのうち期末に
債務者区分が

変化しなかった先数

αのうち
再生計画を
策定した先数

期初
債務者数

うち
経営改善支援
取組先数

経営改善
支援取組率

再生計画
策定率

ランク
アップ率

0202,555 17 0.7% 0% 85.0%18

（単位 ： 先）

合　　計
A α β γ δ α/A β/α δ/α

■私募債発行（米子信用金庫保証付）

令和6年度実績 8件 510百万円

■無担保スピードローンの取り扱い

令和6年度実績 34件 102百万円

■流動資産を担保としたABL融資

令和6年度実績 6件   26百万円

中小企業に適した資金供給手段

　私募債発行など、不動産担保に過度に
依存しない融資手法の活用に取り組んだ
ほか、個人保証に過度に依存しない融資の
促進に努めています。

経営者保証に関するガイドラインへの取り組み

　当金庫では、「経営者保証に関するガイドライン」及び「事業承継に
焦点を当てた『経営者保証に関するガイドライン』の特則」の趣旨や
内容を十分に踏まえ、お客さまからお借入や保証債務整理の相談を受け
た際に真摯に対応するための態勢を整備しています。また、経営者
保証の必要性については、お客さまとの丁寧な対話により、法人と経営
者の関係性や財務状況等の状況を把握し、同ガイドライン等の記載
内容を踏まえて十分に検討するなど、適切な対応に努めています。

※「保証債務整理」については、当金庫をメイン金融機関として成立に至った
　経営者保証に関するガイドラインに基づくお申し出はありませんでした

令和6年度
561件新規に無保証で融資した件数

新規融資に占める経営者保証に依存しない融資の割合 46.5％
保証契約を解除した件数 76件

令和6年度 金融仲介機能のベンチマークに関する事項

■当金庫が貸出条件の変更を行っている中小企業の経営改善計画の進捗状況
１．取引先企業の抜本的事業再生等による生産性の向上

条件変更総数

22先

好調先

1先

順調先

15先

不調先

6先

■経営者保証に関するガイドラインの活用先数、及び、
　全与信先数に占める割合

２．担保・保証に過度に依存しない融資

ガイドライン活用先数 637先
全与信先数 2,373先
割合 26.8％

５．外部機関との連携
■中小企業活性化協議会を利用している先数

令和6年度実績 23先

■リスク管理債権額

破産更生債権 936百万円
危険債権 3,176百万円
三月以上延滞債権
貸出条件緩和債権
合計

ー 百万円
1,382百万円
5,494百万円

３．本業支援・企業のライフステージに応じたソリューションの提供
■創業支援先数

令和6年度実績 48先

■事業承継支援先数

令和6年度実績 49先

■販路拡大支援を行った先数

令和6年度実績 14先

４．ライフステージに応じた取引先企業の支援強化

経営者保証に関する取組方針
　米子信用金庫は、「経営者保証に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）の趣旨や内容を踏まえ、同ガイド
ラインを融資慣行として浸透・定着させていくために、以下の様に取り組んで参ります。

◆　お客さまがご融資等資金調達のお申込みをした場合、当金
庫では、お客さまのガイドラインの要件の充足や経営状況等
を総合的に判断する中で、経営者保証を求めない可能性や
経営者保証の機能を代替する融資手法（一定の金利の上乗せ
等）を活用する可能性について、お客さまの意向を踏まえた
うえで検討いたします。

◆　上記の検討を行った結果、経営者保証を求めることがやむを
得ないと判断し、経営者保証を提供いただく場合、当金庫は
お客さまの理解と納得を得ることを目的に、保証契約の必要
性等に関する丁寧かつ具体的な説明を行います。

◆　経営者保証をご提供いただく場合、お客さまの資産及び
収入の状況、融資額、信用状況、情報開示の姿勢等を総合
的に勘案して、適切な保証金額の設定に務めます。

◆　お客さまから既存の保証の変更・解除等の申入れがあった
場合は、ガイドラインに即して改めて経営者保証の必要性や
適切な保証金額等について真摯かつ柔軟に検討を行うととも
に、その検討結果について丁寧かつ具体的な説明を行います。

◆　事業承継時には、原則として前経営者、後継者の双方から
二重で経営者保証は求めないこととし、例外的に二重に保証
を求めることが必要な場合には、丁寧かつ具体的な説明を
行います。また、後継者に当然保証を引き継いでいただく
のではなく、その必要性を改めて検討いたします。

◆　お客さまからガイドラインに基づく保証債務整理の申し出を
受けた場合には、ガイドラインに即して誠実に対応いたします。

以　上
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沿　革

大正 11年12月

昭和　7年　3月
14年　4月
18年10月

23年　5月
26年10月

27年10月

29年　5月
32年　4月

33年　6月

44年10月

46年　9月

51年　6月

52年　2月

54年　5月

58年　5月
6月

平成　7年　3月
11年　3月
12年　6月

12月
13年　4月
14年　1月

7月
10月

15年　3月
16年　1月

6月
9月
10月

17年　1月
3月
10月

18年　7月

19年　5月

20年　9月
21年　9月

22年　3月
6月
9月

23年　7月
9月
10月

24年　6月
9月

25年　2月
7月
8月
11月

26年　7月
10月

27年 11月
28年　7月

10月
29年　9月

11月
30年　7月

11月
令和3年　3月

8月
4年　2月
１１月

5年　7月

6年　7月

9月
7年　1月

2月

令和7年7月1日現在

総 代 会

営 業 店

米子信用金庫機構図
溝口支店、南支店へ統合
PBC米原支店リニューアルオープン
商店街創業相談窓口を設置
（本町支店・境港支店）
御来屋支店、淀江支店へ統合
駅前支店、本町支店へ統合
旗ヶ崎支店、西支店へ統合
米原支店、本店パーソナルバンキングセンター
出張所へ変更
第１回山陰しんきんビジネスフェア開催（米子市）
西支店新築移転オープン
東支店、本店営業部東出張所へ変更
皆生支店、北支店皆生出張所へ変更
皆生出張所店舗内店舗化実施
東出張所新築移転オープン
第２回山陰しんきんビジネスフェア開催（松江市）
青砥隆志　第九代理事長に就任
東出張所を東支店へ、南支店を
東支店南出張所へ変更
東出雲支店（旧揖屋支店）新築移転オープン
「よなごしんきんでんさいサービス」取扱開始
赤碕支店、本店営業部赤碕出張所へ変更
当金庫スポンサーテレビ番組「ぐっジョブ！」放映開始
「よなごしんきん地域応援ファンド」の取扱い実施
第３回山陰しんきんビジネスフェア開催（米子市）
皆生出張所（北支店店舗内店舗）、北支店へ統合
第4回山陰しんきんビジネスフェア開催（出雲市）
北支店新築移転オープン
三柳支店、北支店へ統合
第５回山陰しんきんビジネスフェア開催（米子市）
カラーユニバーサルデザイン通帳　取扱開始
南出張所、東支店店舗内店舗化実施
松江支店・松江北支店（店舗内店舗）移転オープン
地域情報発信活動「よなっ子通信」開始
第6回山陰しんきんビジネスフェア開催（松江市）
「ＳＤＧｓ宣言」の公表および山陰地区６金庫による
「ＳＤＧｓ推進に関する連携協定」締結
「ＳＤＧｓ私募債（寄付型）」取扱開始
「よなご住んで楽しいまちづくりファンド」設立
「創立１００周年記念祝賀会」開催
赤碕出張所、本店営業部店舗内店舗化実施
鳥取県全域を営業エリアとし営業地区を拡張
㈱商工組合中央金庫との「事業再生・経営改善
支援に関する業務協力契約」締結
ビジネスカジュアル正式導入
能登半島復興応援定期積金「復興応援積金」
取扱開始
日野橋支店、本店営業部店舗内店舗化実施

理 事
理 事
理 事
常勤監事
監 事
監 事

坂口　平兵衞（※１）
堀田　收（※１）
並河　元（※１）
竹内　正美
川中　修一
宮永　秀昭（※2）

業務執行役員
業務執行役員

田口　孝志
福一　文弘

理 事 長
副理事長
常務理事
常勤理事
常勤理事

［代表理事］

［代表理事］

［代表理事］

青砥　隆志（※１）
板垣　慶太
岡村　哲晶
赤崎　義孝
中島　光一（※１）

※１　信用金庫業界の「総代会の機能向上策等に関する業界申し合わせ」に基づく職員外理事です。
※２　信用金庫法第３２条第５項に定める員外監事です。

理 事 長

副 理 事 長

常 務 理 事

常 勤 理 事

理 事 会 監 事 会

常 勤 理 事 会 常 勤 監 事

リスク管理委員会

A L M 委 員 会監 査 部

監 査

総 合 企 画 部

経 営 企 画
財 務

営 業 統 括 部 審 査 管 理 部

審 査・管 理
資 産 査 定
ロ ー ン

人 事 総 務 部

総 務
秘 書
人 事
コンプライアンス
お客様相談室

業 務 管 理 部

業 務 管 理
システム管理

コンプライアンス委員会

役　 　員 執行役員

産業組合法による「有限責任米子
信用組合」設立認可
坂口豊蔵　初代組合長に就任
坂口惣五郎  第二代組合長に就任
仙田定太郎  第三代組合長に就任
市街地信用組合法により「米子信
用組合」に改組
青砥喜三郎  第四代組合長に就任
信用金庫法に基づく「米子信用金
庫」に改組
営業地区を拡張し鳥取県東伯郡を
加える
内国為替業務開始
安来信用金庫を合併（安来信用金
庫本支店を安来支店、荒島支店、
揖屋支店として引き継ぐ）
営業地区を拡張し隠岐島全域および
島根半島の一部を加える
本店新築移転（旧本店を本町支店
として開設）
営業地区を拡張し鳥取県東伯郡大
栄町全域と島根県八束郡宍道町を加える
営業地区を拡張し、島根県出雲市、
平田市、簸川郡斐川町、大社町を加える
中国地区共同事務センターに加盟
しオンライン開始
青砥喜三郎  会長に就任
藤原孝太  第五代理事長に就任
青砥順  第六代理事長に就任
国債等窓口販売業務開始
鳥取県収入証紙小売りさばき業務開始
郵貯ATMとの相互接続開始
青砥順  会長に就任
内海敏  第七代理事長に就任
しんきんＡＴＭゼロネットサービス開始
損害保険窓口販売業務開始
売掛債権担保融資保証制度取扱開始
投資信託窓口販売業務開始
生命保険窓口販売業務開始
個人向け国債の取扱開始
インターネットバンキングサービス開始
鷲見　弘  第八代理事長に就任
ローンセンター開設
「さんいんネットサービス」の開始
（山陰の7信金と山陰合同銀行との
ＣＤ・ＡＴＭ利用手数料の無料化）
無利息型普通預金の取扱開始
お客様相談室の開設
ローンセンター、米原支店に移転
オープン（土日営業開始）

ビジネスサポートチーム

組 織 と 役 員 米 子 信 用 金 庫 の あ ゆ み

経 営 支 援 室

営 業 支 援
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総代会制度について
　信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本に、会員一人一人の意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。従って、会員は、
出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて当金庫の経営に参加することとなります。しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の
開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。
　この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は、総会と同様に、
会員一人一人の意見が当金庫の経営に反映されるよう、総代構成のバランス等に配慮し、選任区域ごとに総代候補者を選考する選考委員を
選任し、会員の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。
　さらに、当金庫では、総代会に限定することなく、お客さまカードの店頭設置、電話による意見・要望・苦情窓口の設置、役職員による日々 の訪問
活動など、日常の事業活動を通じて、総代や会員とのコミュニケーションを大切にし、さまざまな経営改善に取り組んでおります。
　なお、総代会の運営に関するご意見やご要望につきましては、お近くの営業店までお寄せください。

（1）総代の任期・定数
　　・ 総代の任期は3年です。
　　・ 総代の定数は、90～120人で、会員数に応じ
　　  て各選任区域ごとに定められております。
　　　なお、令和7年3月31日現在の総代数は
　　　105人で、会員数は14,444人です。
（2）総代の選任方法
　　総代は、会員の代表として、会員の総意を当金庫
　　の経営に反映する重要な役割を担っております。
　　そこで、総代の選考は、総代候補者選考基準に
　　基づき、次の3つの手続きを経て選任されます。
　　①総代会の決議により、会員の中から総代
　　　候補者選考委員を選任する。
　　②その総代候補者選考委員が総代候補者
　　　を選考する。
　　③上記②により選考された総代候補者を
　　　会員が信任する。
　　　（異議があれば申し立てる）

Y O N A G O
S H I N K I N
2 0 2 5

総代候補者選考基準

1 . 総 代 会 制 度

2 . 総 代 と そ の 選 任 方 法

第103期通常総代会において、次の事項が付議され、それぞれ原案のとおり了承されました。
①報告事項
　第103期（令和6年４月１日から令和7年3月31日まで）業務報告、貸借対照表及び損益計算書の内容報告について
②決議事項
　第1号議案　剰余金処分案の承認について
　第2号議案　会員の除名について
　第3号議案　任期満了に伴う理事の選任について
　第4号議案　総代候補者選考委員の選任について
　
上記議案は原案どおり承認可決されました。

3 . 第103期通常総代会の決議事項

総代が選任されるまでの手続きについて

A.他の候補者を選考

総代の氏名を店頭に1週間掲示

B.欠員（選考を行わない）

異議申出期間（公告後2週間以内）

A、Bいずれか選択

（上記②以下の手続きを経て）（上記②以下の手続きを経て）

総代会の決議により、選任区ごとに会員のうちから選考委員を委嘱

選考委員の氏名を店頭に掲示

地区を4つの選任地区に分け、各選任区域ごとに総代の定数を定める

選考委員が総代候補者を選考 理事長に報告

左記掲示について電子公告総代候補者の氏名を、1週間店頭掲示

理事長は総代に委嘱

・会員から異議がない場合　又は
・選任区域の会員数の1/3未満の会員
 から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2以上

・選任区域の会員数の1/3以上の会員
 から異議の申出があった総代候補者

当該総代候補者が選任区域の
総代定数の1/2未満

①資格要件
　・当金庫の会員であること
　・就任時点で80歳を超えていないこと
②適格要件
　・総代として相応しい見識を
　 有していること
　・良識をもって正しい判断が
　 できること
　・人格・識見に秀れ、当金庫の
　 発展に寄与できること
　・その他、総代として適切と
　 思われること

〈 総代会は会員一人一人の意見を適正に反映するための開かれた制度です 〉

会　員
総代会

②選考基準に基づき
　総代候補者を選考

決算に関する事項、
理事・監事の選任等
重要事項の決定

選考委員 総代候補者
③総代候補者氏名を店頭
　に掲示し、所定の手続き
　を経て、会員の代表と
　して総代を委嘱

※業種別の構成比は、法人役員、個人事業主に限る。

〈総代の属性別構成比〉

職業別

年代別

業種別

法人・法人役員94.3％、個人事業主2.9％、個人2.9％

70代以上48.6%、60代23.8％、50代24.8％、40代2.9％

製造業10.7％、建設業24.3％、情報通信業1.9％、卸・小売業33.0％、不動産業2.9％、各種サービス業27.2％

総　代

①総代会の決議により、会員の中から
　選考委員を選任する

4 . 総代の氏名等

松江市、安来市、出
雲市（旧佐田町、多
伎町、湖陵町を除く）
隠岐郡

鳥取県西伯郡、
日野郡、東伯郡琴浦
町、北栄町（旧北条
町を除く）

第１区

第2区

第3区

第4区

61名米子市

人数 氏　　　名選任区域

境港市 6名

15名

23名

※氏名の後の数字は総代への就任回数

（令和7年7月1日現在　五十音順、敬称略）

浅中　靖正③ 足立　英市⑩ 安達　竜明② 阿部　信行⑨ 伊坂　　明③ 
井上　賢明⑤ 井上　園子⑧ 上田　博久⑩ 宇田川英二④ 内田　幸男⑥ 
梅林　裕暁② 尾沢　三夫⑪ 笠岡　範之⑦ 加藤　典裕④ 金山　博眞⑨ 
金山　福雄③ 河端　明彦⑦ 越河　貴文④ 小西　慶太⑧ 小林　重喜⑤ 
坂口千加広③ 佐久間　信⑦ 柴野　憲史⑨ 島　　秀佳③ 島津　志朗② 
須山　裕文④ 高橋　孝之⑥ 竹ノ内賢一郎③ 田中　康裕③ 多林美智子④ 
田本　寛光⑩ 辻　　一郎④ 鶴田　陽介⑧ 土井　一朗⑦ 中島　太郎⑦
永見　吉平⑩ 成瀬　以久③ 難波　　収⑦ 野津　健市③ 波多野和雄⑨ 
秦野　博行④ 羽子田靖彦⑨ 樋口　秀夫⑤ 廣江　　智⑥ 本城　謙始⑤ 
舞立　政男② 松浦　啓介③ 松浦　常明⑦ 松田　幸紀③ 松田　恒勇⑨ 
松浪　昭二⑦ 松村　順史⑤ 松本　　啓⑦ 松本　晴之⑤ 三島　美博⑦ 
持田　光雄⑫ 望月　真彦⑩ 森脇　　孝⑥ 柳谷　由里⑥ 山本　泰嗣② 
八幡　清志⑥    

浅田　浩美③ 井木　敏晴④ 上田　啓悟④ 宇田川敏則⑩ 馬野慎一郎④
絹見　安史⑧ 砂原　英二③ 中川　郁夫④ 野間田節雄⑭ 秦　伊知郎⑦
樋口　　茂⑧ 舩越　秀志④ 細田　耕治⑦ 山根　宏典⑥ 和田　秋男⑧

大島　末久⑧ 太田　敦久③ 奥田　　薫⑦ 加藤　　勇⑧ 門脇　徳夫⑧ 
木口順一郎② 木下　　聡② 古藤　年雄⑪ 寿山　誠司⑥ 寿山　道徳④ 
田中　道夫⑧ 田辺　明光③ 坪内　浩一③ 永島　清孝⑧ 中田　孝幸⑧ 
忍谷　桂司② 福田　照三⑨ 松原　一夫⑧ 三島　伸夫④ 三島　秀幸③ 
森脇　　寛⑦ 山田　　登④ 渡部　明生②

赤石　有平⑦ 奥森　　清⑦ 黒田　　耕⑨ 庄司　尚史⑥ 三輪　陽通② 
森脇　哲雄⑧

総代候補者
選考委員の
選任

①

総代候補者
の選考

②

総代の選任
③

会員の総意を
適正に反映する
ための制度
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商品・サービスのご案内Y O N A G O
S H I N K I N
2 0 2 5

個人向けローン
ローンの種類

教
育
ロ
ー
ン
カ
ー
ド
ロ
ー
ン

フ
リ
ー
ロ
ー
ン

職
域
ロ
ー
ン

お使い道など ご融資金額 ご返済期間 担保・保証人

無担保住宅ローン

リバースモーゲージ

カーライフプラン

教育プラン

教育カードローン

カードローン

カードローンきゃっする500

フリーローンプラス

50年以内

20年以内

お申込人ご本人が
亡くなられるまで

適用利率は、一定基準に従って自動的に変更されます。

適用利率は、固定型と変動型の選択が可能です。
住宅の購入、新築、建て替え、増改築等
住宅に関する資金としてお使いください。

毎月のお支払が利息のみとなる商品です。
住宅の購入、新築、建て替え、増改築等住宅
に関する資金としてお使いください。※申込時
の年齢が満60歳以上の方が対象となります。

担保：土地・建物
保証会社の保証

貸出業務

1億円以内

2,000万円以内

5,000万円以内

1,000万円以内

1,000万円以内

100万円以内

500万円以内

1,000万円以内
（事業資金は300万円以内）

1,000万円以内

1,500万円以内
（事業資金は300万円以内）

15年以内

15年以内

10年以内

10年以内

15年以内
（有担保は20年以内）

担保：融資金額500万円以下
原則不要
保証会社の保証

16年以内

快決くん 500万円以内 担保：必要ありません
保証会社の保証

担保：必要ありません
しんきん保証基金の保証

担保：必要ありません
しんきん保証基金の保証

担保：必要ありません
しんきん保証基金の保証

担保：原則必要ありません
保証会社の保証

担保：必要ありません
しんきん保証基金の保証

担保：必要ありません
しんきん保証基金の保証

担保：土地・建物
住宅金融支援機構の
住宅融資保険付

担保：必要ありません
保証会社の保証

自動車購入および諸費用・免許取得・車検・
修理費用にご利用いただけます。

ゆとりローン

フリーローンS

自由です。（事業資金は除きます）

自由です。（事業資金は除きます）

自由です。
（おまとめ資金、事業資金にもご利用いただけます）

大学・大学院・短期大学、専修学校、各種
学校、高等学校、高等専門学校等の入学
金・授業料等の学資金。

卒業時より
証書貸付
10年以内

3年以内
（更新可能）

事業者向けローン
ローンの種類 お使い道など ご融資金額 担保・保証人

100万円・200万円・
300万円の中から
お選びいただけます

※ローン商品には変動金利商品のように、お客さまの予想に反して金利が上下するものもございますので、ご利用に当たっては当金庫の窓口や営業担当者に
　お尋ねになるなど、よくご確認のうえご利用ください。　

無担保スピードローン

地方公共団体制度融資

スタートライン

短期継続型融資
「Repeat」

創業サポート資金
（日本公庫協調商品）

ご返済期間

運転資金：
5年以内
設備資金：
10年以内

運転資金：
1年以上5年以内
設備資金：
1年以上15年以内

預金業務
預金の種類

総
　
　
合
　
　
口
　
　
座

財
形
預
金

お預入れ金額期　　　間  特　　　色

普通預金

スーパー定期

大口定期預金

期日指定定期預金

変動金利定期預金

スーパー積金

貯蓄預金

大口定期預金

セレモニー定期預金

変動金利定期預金

納税準備預金

通知預金

当座預金

スーパー定期

一般財形預金

財形年金預金

財形住宅預金

期日指定定期預金

優遇金利定期預金
「えび寿600」

無利息型普通預金
（決済用預金）

普通預金と定期預金および定期積金をセットして、「貯め
る・受取る・支払う・借りる」の四つの機能があります。公共
料金の自動支払口座として、また給与・年金等の自動受
取りなど家計簿がわりにご利用いただけます。また、いざ
というときには総合口座にお預入れの定期預金と定期積
金掛込み残高の合計の90％、最高200万円まで自動融
資をご利用いただけます。キャッシュカードをセットされると
便利です。キャッシュカードはデビットカードの加盟店でお
買い物代金等のお支払いにご利用いただけます。年金
の受取りを指定いただきますと、①毎年お誕生日プレゼン
ト、②定期預金優遇金利の特典がございます。

預金保険制度により全額保護されます。
公共料金等の自動支払いや給与、年金、配当金、公社
債元利金等の自動受取りの決済用口座としてご利用い
ただけます。個人のお客さまについては、総合口座の
お取り扱いもできます。

お預入れ残高が多いほど金利が有利です。普通預金から
資金を移動させるスイングサービスもご利用いただけます。

商取引にご利用いただく、小切手・手形の支払いのため
の預金です。
個人のお客さまの期間3年以上のお利息は6か月毎に複利
計算する有利な預金です。マル優もご利用いただけます。

6か月毎に利率が変動する定期預金です。お利息は
6か月毎の複利計算（個人のお客さまに限ります）。

当金庫に年金のお受取りを指定または予約していただいて
いる方を対象に定期預金利率を優遇いたします。

生前に葬儀費用の手当てを済ませておきたい意向の
ある方のニーズに対応するため、地元葬儀会社、専門家と
提携した専用商品です。

給料・ボーナスからの天引きで、財産づくりに有利です。

マイホームの資金づくりに

退職後の生活に備えて 財形年金と財形住宅を合
わせて550万円まで非課税
です。

お利息は1年毎の複利計算。マル優もご利用いただけます。
1年経過後はお引出し自由、一部引出しもできます。

納税に備えるための預金で、お利息には税金がかかりま
せん。

まとまった資金を短期間にムダなく活かせます。

大口資金を高利回りに運用いただけます。

出し入れ自由

3年の自動継続

出し入れ自由

出し入れ自由

7日以上

出し入れ自由

1か月以上5年以内

1年以上3年以内

1か月以上5年以内

1年以上3年以内

1年･2年・3年・4年・5年

1年

3年以上

5年以上

1年・2年・3年の自動継続

ご入金は自由
お引き出しは原則とし
て納税のみ

１円以上

１円以上

１万円以上

１円以上

100円以上

100円以上300万円未満

1,000万円以上

100円以上

1人最高600万円まで

10万円以上1,000万円未満
（葬儀費用相当額まで）

積立式期日指定定期預金

愛称：DANDAN積定
（エンドレス型）

分割預入毎に一口の期日指定定期預金としてお預かり
します。預入方法は普通預金等からの自動振替。
お利息は、1年毎の複利計算。マル優もご利用いただけ
ます。1年経過後はお引出し自由、一部引出しもできます。

積立期間の定めは
ありません

期間の定めは
ありません

1,000円以上

スーパー積金

後見支援預金

生活設計、目的に合わせた資金づくりに最適です。6か月～60か月 1,000円以上
消費税専用定期積金
「納め上手」

法人、個人事業主さま向け消費税納付準備専用の定期
積金です。
家庭裁判所から交付される「指示書」に基づき取り扱い
ます。

6か月～1年以内 1万円以上

1円以上

100円以上

100円以上

１円以上

6か月～60か月 毎月3,000円以上

1か月・3か月・6か月・
1年・2年・3年・4年・
5年の自動継続

1円以上

1万円以上
（ただし大口定期は
1,000万円以上）

※詳しくは、当金庫の窓口でお尋ねください。

1子あたり
500万円以内

創業予定者や第2創業者の方の設備・運転
資金にご利用いただけるローンです。

2,000万円以内
（運転資金は
1,000万円以内）

5年以内中小企業・個人事業主の方の設備・運転
資金にご利用いただけるローンです。

法人：
1,000万円以内
個人事業主：
300万円以内

1,500万円以内 1年以内
（更新可能）

2年以内

中小企業・個人事業主の方の運転・借換
資金にご利用いただけるローンです。

住
宅
ロ
ー
ン

（令和7年7月1日現在）

県および市町村で制度化している中小企業のみなさま向けの融資をお取り扱いしております。

当金庫と新たに融資取引を始められる中小
企業・個人事業主の方の設備・運転資金に
ご利用いただける当座貸越のローンです。

担保：必要ありません
保証人：
法人 必要ありません
個人事業者 必要ありません

2億円以内よなごしんきん
SDGsローン

①か②のいずれかに該当する中小企業・個人事業主の
方の設備、運転資金にご利用いただけるローンです。
①SDGsへの取組みを行っている事業者
②本件を機にSDGsに取組む事業者

担保：個別案件毎に決定致します
保証人：
法人 原則代表者1名
個人事業者 必要ありません

担保：必要ありません
保証人：
法人 必要ありません
個人事業者 必要ありません

担保：必要ありません
保証人：
法人　原則代表者1名
個人事業者 必要ありません
担保：原則必要ありません
（※ただし、土地建物購入
時は必要です）
保証人：
法人　原則代表者1名
個人事業者 原則事業従事者1名

職域カーローン

職域リフォームローン 住宅の購入、新築、建て替え、増改築等
住宅に関する資金にご利用いただけます。

15年以内自動車購入および諸費用・免許取得・
車検・修理費用にご利用いただけます。 1,000万円以内 担保：必要ありません

しんきん保証基金の保証

15年以内1,000万円以内 担保：必要ありません
しんきん保証基金の保証

変動金利型

固定・変動金利選択型
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内国為替業務

内　　　　　　容
振込・送金

代金取立

当金庫の本支店、全国の金融機関へ振込やご送金を確実にスピーディにお取り扱いいたします。

手形・小切手などをお取り立てし、ご指定の口座に入金します。

内　　　　　　容

債務保証

公共債の窓口販売

夜間金庫

公金の収納

代理業務貸付

クレジットカード

デビットカード

ＡＴＭによる振込

自動振込サービス

キャッシュ・サービス

自動受取

自動支払

インターネットバンキング（個人用）

インターネットバンキング（法人用）

投資信託の窓口販売

損害・生命保険の窓口販売

一般の債務保証及び公共工事金銭保証を行っています。

公共債（個人向け国債、地方債）のお申し込みを窓口で取り扱っています。

売上代金など営業時間外でも安全に保管いたします。年中無休でお取り扱いしております。

所得税、自動車税、固定資産税、県市町村民税、社会保険料等のお払い込みができます。

全国の信用金庫のどの支店でもキャッシュカードによるお引き出しおよびお預け入れができます。
また、銀行、ゆうちょ銀行、農協、セブンイレブン、ローソン、イオン銀行等でのお引き出し、残高照会
ができます。

しんきんＶＩＳＡ・ＪＣＢカード等をお取り扱いしております。
ＣＤ・ＡＴＭでキャッシュサービスが受けられます。

デパート、商店など（J-Debit加盟店）でお買い物をする場合に当金庫のキャッシュカードでお支払い
いただけます。

ＡＴＭをご利用になりますと、窓口振込より手数料が安くお振り込みができます。即時振込の取扱
時間が拡大し、15時以降もお振り込みができます。（振込先の預金種目や口座状態によっては
お振り込みができない場合があります。）

学費や家賃、駐車場料金の支払など、振込先を登録いただくことにより、ご指定の日に自動的に
お支払い口座から払い出し、ご指定の口座に振込します。

信金中央金庫が契約している投資信託会社のファンドからお選びいただけます。

確定拠出年金 個人型確定拠出年金制度（iDeCo）のお申込みを窓口で取り扱っております。

国民年金基金取次業務 鳥取県及び島根県国民年金基金への加入申出の受理業務を行っております。

住宅ローン用長期火災保険及び住宅ローン・住宅融資用債務返済支援保険、死亡保険付個人
年金保険（定額及び変額保険）、医療・がん保険、定期保険、終身保険、学資保険等の窓口販売
を行っています。

私募債の受託業務 事業者の皆さまの資金調達をお手伝いするため、私募債の受託業務を行っています。

信金中央金庫、住宅金融支援機構、（株）日本政策金融公庫、（株）商工組合中央金庫、中小企業
基盤整備機構、福祉医療機構など。

給与、ボーナス、年金、配当金などがご指定の預金口座に自動的に振り込まれます。

公共料金、保険料、クレジット代金等が一度お手続きいただくだけで、ご指定の預金口座から自動的
に支払われます。

お客さまのパソコン・携帯電話機・スマートフォンからインターネットを利用して、振込・振替、定期預金の
預入・解約や残高照会・入金明細照会ができます。

投信インターネットサービス インターネットによる投資信託の買付・解約、残高照会・取引履歴照会、および顧客宛帳票の電子
交付ができます。

お客さまのパソコンからインターネットを利用して、オフィスやご自宅で取引口座の残高・取引明細の
照会・振込・振替がリアルタイムにできます。また、総合振込・給与振込・口座振替等の大量データを
一括送信することができます。

付帯業務・その他のサービス

○振込手数料（１件につき）

○代金取立手数料（１件につき）※
330円
660円
880円
1,100円

電子交換 当金庫本支店手形・小切手
他行手形・小切手

普通
至急個別取立※

○振込手数料(1件につき）

同一店内

本支店宛

他行宛

振替扱い

振替扱い

振替扱い

定額自動送金
非会員 会員

非会員 会員

振込金額

（令和7年7月1日現在）

（注）手数料には、消費税10％相当額が含まれています。主 な 手 数 料 一 覧

※1 同一店内宛て振込みを含みます。
※2 視覚障がいまたはその他の障がいのあるATMのご利用が困難なお客さまに対しては、窓口受付の手数料をATM扱いの手数料と同一とさせていただきます。
※3 ATMでは10万円を超える現金でのお振込みはできません。

午後6時まで
午後6時以降
午後2時まで
午後2時以降
終 日

午後6時まで
午後6時以降
午後2時まで
午後2時以降
終 日

午後6時まで
午後6時以降
午後2時まで
午後2時以降
終 日
午後6時まで
午後6時以降

終 日

終 日
午後6時まで
午後6時以降
午後2時まで
午後2時以降
終 日

無　料
110円
無　料
110円
110円
110円
220円
110円
220円
220円

○ＣＤ・ＡＴＭ利用手数料（１回当たり）

無　料
110円
無　料
110円
110円
110円
220円

220円

220円

キャッシュカードの種類 ご利用時間帯等 他行との共同コーナーご利用の場合

1． 当金庫のカード

2. 全国の信用金庫のカード*
    山陰合同銀行のカード
　（*一部の信用金庫を除く）

3.上記1.2.以外のカード
　（ゆうちょ銀行他）

平 日

土 曜 日

日曜日・祝日

平 日

土 曜 日

日曜日・祝日

平 日

土 曜 日

日曜日・祝日

無　料
◎　  110円

無　料
◎　  110円
◎　  110円

◎印 ： 当金庫出資会員の方は、
         当金庫のATMコーナーをご利用の場合、
         時間外手数料が無料となります。

※個人・法人を問わず全てのお客さまが対象となります。両替枚数の基準は、お客
さまのお持込み枚数またはお受取枚数のいずれか多い方の枚数です。金種
指定支払のお取扱い枚数は「お引き出し総枚数から万円券を除いた枚数」で、
大量硬貨入金のお取扱い枚数は「ご入金される硬貨の枚数」で計算いたしま
す。複数に分けられたご依頼でも、実質的に同一のお取引については、合算した
金種枚数が手数料の対象となります。

枚　数
1～50枚

51～100枚
101～500枚

501～1,000枚
1,001～1,500枚

窓口両替
金種指定支払、大量硬貨入金

以後500枚ごとに550円を追加

振込金額 窓口受付※2 ATM利用※3 ＦＢ・ＨＢ利用法人インターネット
バンキング利用

個人インターネット
バンキング利用

非会員 会員 非会員 会員 非会員 会員 非会員 会員 非会員 会員

振替扱い

現金扱い

振替扱い

現金扱い

当
金
庫
宛
※
1

他
行
宛

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

3万円未満
3万円以上
3万円未満
3万円以上

無　料無　料 110円
330円

110円
220円
385円
550円

55円

55円
110円

330円
550円

660円

605円
770円

385円
550円 165円 385円

550円
495円
660円

220円
440円

385円
550円

275円
440円

1,045円

※個別取立とは、電子交換所不参加金融機関への取立の場合等、郵送で取立を行うものです。

1,100円組戻手数料
不渡手形返却料

○組戻・不渡手形返却手数料（１件につき）

残高証明書

取引明細（１依頼書）
融資証明書

当金庫所定用紙（定例発行）
当金庫所定用紙（都度発行）
上記以外の用紙

330円
550円
3,300円
1,100円
11,000円

○証明書発行手数料（１件につき）

○両替、金種指定支払、大量硬貨入金手数料（※）

無　料
440円
550円
1,100円
1,650円

約束手形帳（50枚）
為替手形帳（25枚）
小切手帳（50枚）
自己宛小切手（1枚）

2,200円
1,100円

2,200円

○当座関連手数料(1件につき）

※イメージ印刷については、登録時（申込・変更時）にイメージ登録料として別途5,500円が必要です。

通帳・カード再発行手数料
普通預金入金帳発行手数料（1冊100枚）
紙媒体・ＦＤ・ＤＶＤ等電子媒体持込による
総合振込・口座振替手数料
夜間金庫利用手数料（月額）

3,300円

9,900円

1,100円

1,100円 990円

○その他の手数料

※法人カードはローソン銀行ATMのみご利用いただけます。

ご利用時間帯コンビニATM利用

セブン銀行ATM
ローソン銀行ATM

入金・出金 残高照会

無　料
110円
110円
110円

平日
土曜日

日曜日・祝日

午前7時～午後11時
午前7時～午後10時
午前8時～午後10時
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　信用リスクとは、お取引先（貸出先）の財務状況の悪化などにより、融資の回収（元金・利息）が困難となり、当金庫が
損失を被るリスクのことです。
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要なリスクであるとの認識の上、与信業務の基本的な理念・規範等を
明示した｢クレジットポリシー｣を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すとともに、信用リスク管理の徹底を図っております。
　融資の審査・管理においては、貸出資産の健全性を確保するために、審査管理部門と営業統括部門を分離し、厳格
な審査態勢をとるとともに、相互に牽制が働く体制としています。信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク
分散の他、特定業種や大口与信先への与信集中によるリスクを制御するため、定期的にモニタリングを行い、さまざまな
角度から分析を加え、その結果をリスク管理委員会で審議しております。また、当金庫では、信用格付システムや不動産
評価システムの導入等を行い、信用リスク計測における精緻化を図っております。
　信用コストである貸倒引当金については、法令等に基づき適切で厳格な引当を実施して万一に備えています。一般
貸倒引当金にあたる正常先、その他要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権額にそれぞれ貸倒実績
率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。また、個別貸倒引当金については、破綻懸念先に対しては、債権
額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額のうち必要と認める額に対して引当
金を計上しております。また、実質破綻先及び破綻先に対しては、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による
回収可能見込額を控除し、その残額に対して全額を引当金として計上しております。なお、それぞれの結果については
監査法人の監査を受けるなど、適正な計上に努めております。

■リスク管理の方針及び手続きの概要

信 用 リ ス ク に 関 す る 事 項

　金融の自由化、グローバル化が進み、金融サービスや金融業務が多様化・高度化してくる一方で、情報技術の進展に
伴う金融業務の機械化等により、さまざまなリスクが増大してきています。
　当金庫は、「リスク管理の徹底」を経営の最重要課題として取り組み、経営の健全性の維持と適正な収益確保に努め
ております。「リスク管理規程」や「リスク管理要領」等を制定し、リスク毎の管理部署を定めリスク管理態勢の整備を図っ
ております。さらに、「リスク管理委員会」を設置し、リスクの把握と適切な管理に努めております。また、金融庁検査や日本
銀行考査も定期的に実施されております。

1．健全経営

2．リスクコントロール
3．適切なリスク管理

4．安定収益の確保

健全かつ安定した経営を行うため、統合的リスク管理を基本とした資産･負債の総合管理を
徹底し、自己資本の充実に努めております。
リスクの特性に応じ、分散化、極小化等リスクコントロールを行っております。
統合的なリスク管理の徹底により、リスクの総量が当金庫の体力を上回らないよう適切に管理
しております。
統合的なリスク管理の徹底により、リスクに見合った適切な収益を確保するとともに収益の安定
化を図っております。

自己資本の充実の状況等

主管部署

理事会 監事会

常勤理事会 常勤監事

リスク管理委員会

監査部

流動性リスク

事務リスク システムリスク 法務リスク 評判リスク その他のリスク

業務管理部 業務管理部 人事総務部 営業統括部 総合企画部

オペレーショナル・リスク市場リスク信用リスク

ALM委員会
（総合企画部）

ALM委員会
（総合企画部）審査管理部

コンプライアンス委員会 緊急対策本部

リスク管理に関する体系図

リ ス ク 管 理 の 体 制 に つ い て

YONAGO
SHINKIN
DISCLOSURE 2025 リスク管理について

■信用リスクに関するエクスポージャー及び主な種類別の期末残高
＜地域別・業種別・残存期間別＞

（注）１． オフ・バランス取引はデリバティブ取引を除く。
2．「三月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
3．「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。
①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること     
②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと     
③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること
4．上記の「その他」は、裏付となる個々の資産の全部又は一部を把握することや、業種区分に分類することが、困難なエクスポージャーです。具体的には、現金、有形固定
　資産などが含まれます。     
5．CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。     
6．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。     

令和5年度 令和5年度

貸出金、コミットメント及び
その他のデリバティブ取引
以外のオフ・バランス取引

債　　券

信用リスクエクスポージャーの期末残高
延滞
エクス
ポージャー

三月以上
延滞
エクス
ポージャー

（単位：百万円）

令和5年度 令和5年度令和6年度 令和6年度 令和6年度 令和6年度
 187,329 
 16,886 
204,216 
 9,481 
 208 
 45 

 12,760 
 1,886 
 1,708 
 4,221 
 11,101 
 24,261 
 23,991 

 70 
 1,272 
 5,281 
 3,744 
 3,011 
 1,164 
 4,261 
 7,164 
 15,836 
 27,407 
 45,417 
204,216 
 21,496 
 11,616 
 20,901 
 24,838 
 22,194 
 57,378 
 45,790 
204,216 

 126,330 
̶  

 126,330 
 8,303 
 208 
 45 

 12,087 
 461 
 178 
 2,684 
 10,639 
 1,939 
 23,610 

 70 
 1,272 
 5,281 
 3,744 
 2,891 
 1,164 
 3,991 
 6,902 
 13,445 
 27,406 

̶  
 126,330 
 16,871 
 8,322 
 11,768 
 17,940 
 18,886 
 52,323 
 217 

 126,330 

15,395
16,841
32,237
 1,137 

̶ 
̶ 

 670 
 1,389 
 1,504 
 1,529 
 460 

 22,212 
 300 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 

 110 
̶ 

 270 
 260 
 2,391 

̶ 
̶ 

 32,237 
 4,638 
 3,263 
 9,083 
 6,893 
 3,308 
 5,049 

̶ 
 32,237 

 1,546 
̶ 

 1,546 
 349 
0 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 

 1,063 
̶ 
̶ 
 3 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 

 129 
̶ 

 1,546 

 180,690 
 17,083 
 197,773 
 9,921 
 176 
 65 

 12,307 
 1,265 
 913 
 4,158 
 11,347 
 23,825 
 21,781 

 42 
 1,095 
 5,508 
 3,844 
 2,786 
 1,004 
 4,498 
 6,427 
 17,468 
 27,383 
 42,034 
 197,773 
 17,538 
 16,877 
 17,108 
 22,356 
 24,038 
 57,456 
 42,398 
 197,773 

 125,612 
̶  

 125,612 
 8,794 
 176 
 65 

 11,904 
 529 
 185 
 2,566 
 10,785 
 2,192 
 21,450 

 42 
 1,095 
 5,508 
 3,744 
 2,666 
 1,004 
 4,227 
 6,025 
 15,267 
 27,381 

̶  
 125,612 
 15,333 
 10,203 
 10,229 
 19,135 
 18,235 
 52,268 
 207 

 125,612 

12,853 
17,037 
29,891 
 1,087 

̶ 
̶ 

 400 
 701 
 703 
 1,584 
 561 

 21,519 
 250 
̶ 
̶ 
̶ 

 100 
 110 
̶ 

 270 
 400 
 2,201 

̶ 
̶ 

 29,891 
 2,202 
 6,612 
 6,874 
 3,221 
 5,798 
 5,182 

̶ 
 29,891 

 397 
̶ 

 397 
̶ 
̶ 
̶ 
19 
̶ 
̶ 
̶ 
 12 
̶ 
 99 
̶ 
̶ 

 215 
3 
̶ 
̶ 
̶ 
 19 
̶ 
 26 
̶ 

 397 

国 内
国 外
地 域 別 合 計
製 造 業
農 、 林 、 漁 業
鉱業、採石業、砂利採取業
建 設 業
電気･ガス･熱供給･水道業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、郵 便 業
卸 売 業 、小 売 業
金 融 業 、保 険 業
不 動 産 業
物 品 賃 貸 業
学術研究、専門・技術サービス業
宿 泊 業
飲 食 業
生活関連ｻｰﾋﾞｽ業、娯楽業
教 育・学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
国 ･ 地 方 公 共 団 体 等
個 人
そ の 他
業 種 別 合 計
１ 年 以 下
１ 年 超 ３ 年 以 下
３ 年 超 ５ 年 以 下
５ 年 超 ７ 年 以 下
７ 年 超 １０ 年 以 下
１０ 　 　 年 　 　 超
期間の定めのないもの
残 存 期 間 別 合 計

エクスポージャー
区分

地域区分
業種区分
期間区分

　リスク･ウェイトとは、債権の危険度を表す指標であり、自己資本比率を算出する際のリスク･アセット額を求めるために
使用する資産毎の掛目のことです。自己資本比率の算出方法の中で標準的手法(あらかじめ定められたリスク･ウェイトを
使用する手法)を採用する金融機関については、リスク･ウェイトの判定に適格格付機関の付する格付（外部格付）の区分
毎に定められたリスク･ウェイトを使用することになります。当金庫は標準的手法を採用しており、保有する資産の一部（有価
証券等）について以下の４機関の格付をリスク･ウェイトの判定に使用しております。

1． 格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
2． 日本格付研究所（ＪＣＲ）
3． S&Pグローバル・レーティング
4． ムーディーズ･インベスターズ･サービス･インク

■リスク･ウェイトの判定に使用する適格格付機関
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■業種別の個別貸倒引当金残高及び貸出金償却 （単位：百万円）

（注）１．格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　２．エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後の
　　　リスク・ウェイトに区分しています。
　　3．コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー（経過措置に
　　　　よる不算入部分を除く）、ＣＶＡリスクおよび中央清算機関関連
　　　　エクスポージャーは含まれておりません。

■リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

格付有り 格付無し

エクスポージャーの額

（単位：百万円）

０％
１０％
２０％
３５％
40%
５０％
７５％
１００％
１５０％
２５０％
１，２５０％
その他

合　　計

告示で定める
リスク・ウェイト
区分（％） 令和5年度

 ̶
 ̶

 16,127
 ̶

 2,705
 4,132
 400
 703
 ̶
 ̶
 ̶
 ̶

  35,449
 16,626
 21,679
 12,351

 ̶
 424

 50,403
 36,701

 67
 ̶
 ̶
 ̶

197,773
（注）1．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
　　2．「CCFの加重平均値（％）」とは、CCFを適用した後及び信用リスク削減手法の効果を勘案する前の
　　　オフ・バランス取引のエクスポージャーの額を、CCF・信用リスク削減手法適用前エクスポージャーの
　　　オフ・バランスの額に掲げる額で除して算出した値のことです。    

オフ・バランス資産項目

CCFの
加重平均値（%）

資産の額及び
与信相当額の合計額

（CCF・信用ﾘｽｸ削減効果適用後）

CCF・信用ﾘｽｸ削減効果適用前

（単位：百万円、%）

40%未満
40%～70%

75%
80%
85%

90%～100%
105%～130%

150%
250%
400%

1,250%
その他

合　　計

告示で定める
リスク・ウェイト
区分（％）

令和6年度

109,708
29,846
17,831

 ̶
15,816
7,672
8,547
959
 ̶
 ̶
 ̶
 ̶

190,382

4,434
13,879

 ̶
 ̶
 ̶
601
 ̶
 ̶
̶
 ̶
 ̶
 ̶

18,915

 13.815 
 5.778 
 　 
 　 
 　 

 99.088 
 　 
 　 
 　 
 　 
 　 
 　 

 10.628 

110,213
30,464
16,600

 ̶
15,258
8,168
8,490
955
̶
 ̶
 ̶
 ̶

190,150

（注）１．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。　
　　２．業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。　
　　３．一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高及び期中の増減額については、50ページに掲載しております。

業種区分
貸出金償却個別貸倒引当金

期末残高

̶ 
̶ 
 15 
̶ 
̶ 
 22 
̶ 
̶ 
̶ 
 7 
 ̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
 45 

̶ 
̶ 
0 
̶ 
̶ 
 6 
̶ 
̶ 
 45 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
̶ 
 2 
̶ 
 54 

 242 
 96 
 17 
 1 
̶ 
 46 
̶ 
 28 
 927 
 6 
 10 
̶ 
 14 
 6 
 32 
 9 

 1,440 

 96 
 96 
 13 
 1 
̶ 
 36 
̶ 
 33 
 766 
 6 
 16 
̶ 
 18 
 124 
 2 
 9 

 1,220 

令和5年度 令和6年度令和5年度 令和6年度
製 造 業
農 、 林 、 漁 業
建 設 業
情 報 通 信 業
運 輸 業 、 郵 便 業
卸 売 業 、 小 売 業
金 融 業 、 保 険 業
不 動 産 業
宿 泊 業
飲 食 業
生 活 関 連 サ ー ビ ス 業 、娯 楽 業
教 育 ・ 学 習 支 援 業
医 療 、 福 祉
そ の 他 の サ ー ビ ス
個 人
そ の 他

合　　　　　　　計

■標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分ごとの内訳 （単位：百万円）

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。
　　2．「CCF」とは、オフ・バランス取引の与信相当額を計算する際に使用する掛目（％）のことです。
　　3．「リスク・ウェイトの加重平均値（％）」とは、信用リスク・アセットの額をCCF・信用リスク削減手法適用後エクスポージャーのオン・バランスの額とオフ・バランスの額の合計額で除して算出した値のことです。

̶
̶

20%
̶
̶
̶
̶
̶

10%
5%
26%
36%
̶

72%
110%
60%
36%
69%
60%
75%
100%
60%
̶

100%
96%
69%
20%
5%
̶

100%

̶
̶
140
̶
̶
̶
̶
̶
215
37

9,341
720
̶

22,757
445

12,751
447

26,760
12,228
10,653
3,697
179
̶
197
835
88
5

1,284
̶
195

74,611

̶
185
̶
̶
2
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
595
̶

1,226
1,226
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

2,059
13,699
701
̶

14,090
̶
̶
85

2,186
702

36,380
2,001
̶

31,074
405

20,043
̶

38,545
20,399
14,152
3,693
299
̶
197
872
129
29

27,145
̶
195

̶
185
̶
̶
2
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
601
̶

18,125
18,125

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

2,059
13,699
701
̶

14,090
̶
̶
85

2,186
702

36,380
2,001
̶

31,718
405

21,284
̶

38,901
20,584
14,252
3,736
327
̶
197
872
129
29

27,145
̶
195

令和6年度
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
 第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
カバード・ボンド向け
法人等向け（特定貸付債権向けを含む）
 特定貸付債権向け
中堅中小企業等向け及び個人向け
 トランザクター向け
不動産関連向け
 自己居住用不動産等向け
 賃貸用不動産向け
 事業用不動産関連向け
 その他不動産関連向け
 ADC向け
劣後債権及びその他資本性証券等
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く）
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
株式等
合計

オン・バランス資産項目

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

オン・バランス
資産項目

オフ・バランス
資産項目

CCF・信用リスク削減効果適用後CCF・信用リスク削減効果適用前
信用リスク・アセット
の額

リスク・ウェイトの
加重平均値（%）

■標準的手法が適用されるエクスポージャーのポートフォリオの区分並びにリスク・ウェイトの区分ごとの内訳 （単位：百万円）

（注）１．最終化されたバーゼルⅢの適用に伴い新設された内容であるため、2023年度については記載しておりません。

70% 75% 80% 85% 90% 93.75% 100% 105% 110% 112.5% 130% 150% 250% 400% その他 合計

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
100
100
̶
̶
̶
̶
̶

1,882
̶

1,582
̶
299
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,982

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

3,007
1,001
̶

2,708
̶
̶
̶

1,321
1,321
̶
̶
̶
̶
̶
94
̶
̶
̶
̶
̶

7,132

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,226
1,226
2,579
̶

2,579
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

3,806

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,188
1,188
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,188

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
2
2
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
2

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
553
̶
553
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
553

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

7,314
700
̶
500
̶
̶
̶

2,396
1,082
1,314
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

10,211

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
535
535
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
535

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
702

24,153
200
̶

5,797
̶
̶
̶
637
637
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
29
̶
̶
̶

31,319

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
85

2,186
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

12,846
̶
̶

15,118

2,059
13,885

̶
̶

14,092
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

14,436
̶
̶

44,474

令和6年度
0% 10% 15% 20% 25% 30% 31.25% 35% 37.5% 40% 43.75% 45% 50% 56.25% 60% 62.5%

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）

現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
             第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
カバード・ボンド向け
法人等向け（特定貸付債権向けを含む）
             特定貸付債権向け
中堅中小企業等向け及び個人向け
             トランザクター向け
不動産関連向け
             自己居住用不動産等向け
             賃貸用不動産向け
             事業用不動産関連向け
             その他不動産関連向け
             ADC向け
劣後債権及びその他資本性証券等
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く）
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
株式等
合計

（単位：百万円）

令和6年度

資産の額及び与信相当額の合計額（CCF・信用リスク削減効果適用後）

現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関、第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
             第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
カバード・ボンド向け
法人等向け（特定貸付債権向けを含む）
             特定貸付債権向け
中堅中小企業等向け及び個人向け
             トランザクター向け
不動産関連向け
             自己居住用不動産等向け
             賃貸用不動産向け
             事業用不動産関連向け
             その他不動産関連向け
             ADC向け
劣後債権及びその他資本性証券等
延滞等向け（自己居住用不動産等向けを除く）
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
株式等
合計

2,059
13,885
701
̶

14,092
̶
̶
85

2,186
702

36,380
2,001
̶

31,606
405

21,196
1,226
38,545
20,399
14,152
3,693
299
̶
197
871
129
29

27,283
̶
195

190,150

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,503
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,503

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
177
̶
̶
177
̶
̶
197
777
̶
̶
̶
̶
̶

1,152

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
133
133
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
133

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
256
̶
̶
256
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
256

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,889
̶
̶

1,889
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1,889

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

6,212
̶

6,212
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

6,212

̶
̶
701
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
301
̶
̶

6,973
272
511
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
129
̶
̶
̶
195
8,813

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
527
̶
̶
527
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
527

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

15,192
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

15,192

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
301
̶

19,458
̶

1,911
0

1,910
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

21,670

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

16,473
15,630

̶
842
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

16,473
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（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

■信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャーの額
（単位：百万円）

　信用リスク削減手法とは、当金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、信用リスク･アセット額を算出する
際、信用リスクが低いと判断される資産について定められた方法により削減額を資産から控除することができる手法のことです。
　なお、信用リスク削減手法の適用に伴う信用リスクの集中に関しては、特に業種やエクスポージャーの種類に偏るこ
となく分散されております。
　当金庫では、信用リスク削減について以下の手法を採用しております。

1．適格金融資産担保
　定期預金及び定期積金を担保としている貸出金について、担保額を信用リスク削減額としております。担保額は
貸出債権残高を上限とし、定期預金は元金、定期積金は掛込残高の範囲内としております。
2．貸出金と自金庫預金の相殺
　信用リスク削減の計算上、貸出先毎に貸出金と担保に供していない預金の一部を相殺しております。相殺に使用
する預金の種類は積立定期預金を除く定期預金及び定期積金とし、信用リスク削減額については、貸出金の残存
期間を上回る預金については全額を信用リスク削減額としておりますが、貸出金の残存期間を下回る預金については
削減を行っておりません。
3．保証
　保証債権(保証される部分に限る)については、国、地方公共団体、政府関係機関等及び一定以上の格付が適格
格付機関により付与されている法人が保証している場合、原資産及び債務者のリスク･ウェイトに代えて当該保証人の
リスク･ウェイトを適用しております。

　なお、当金庫では、融資判断に際し、資金使途、返済原資、財務内容、事業環境、経営者の方の資質など、様 な々角度から
可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。したがって、
担保または保証に過度に依存しないような融資の判断姿勢に徹しております。ただし、判断の結果、担保または保証が必要
な場合には、お客様への十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取り扱いに努めております。

信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針及び手続きの概要

　市場リスクとは、金利、有価証券等の価格、為替等、市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産の価値が変動し損失を
被るリスクのことです。市場リスクには、金利変動に伴い損失を被る「金利リスク」と有価証券等の価格変動に伴って資産価格が
減少する「価格変動リスク」、外国為替相場の変動に伴って損失が発生する「為替リスク」があります。
　当金庫では、市場リスクについて、リスクを適正に把握し、これを当金庫として取り得る許容範囲内に収めるとともに、市場リスクの
管理と配分による適切な収益の確保を目的としております。
　リスク･ファクターの変動については、｢ＡＬＭ委員会｣を設置し、資産･負債のバランスを総合的に管理しております。具体的には、
金融動向と金利予測をベースに収益実績の管理、収益シミュレーションの策定を行い、その予測と実績の差異などを把握･検討し、
市場リスクや流動性リスクを管理しつつ資金調達･運用の効率化と適正収益の確保を図り、協議内容についてはリスク管理委員会
へ、また必要に応じて常勤理事会に付議･報告しております。
　リスク量については、有価証券VaR、金利リスク量及び株式･投資信託等の価格変動リスク量を計測し、自己資本への影響度の
モニタリングを行い、ポートフォリオの適正化を図っております。

■リスク管理の方針及び手続きの概要

市 場 リ ス ク に 関 す る 事 項

発行主体

資本調達手段の種類

コア資本に係る基礎項目の額に算入された額

米子信用金庫

普通出資

1,947百万円

米子信用金庫

非累積的永久優先出資

1,200百万円

　当金庫の自己資本は、出資金、資本剰余金及び利益剰余金等により構成されています。

　なお、当金庫の自己資本調達手段の概要は次のとおりです。

■自己資本調達手段の概要

　流動性リスクとは、予期せぬ資金の流失により、通常よりも著しく高い金利での調達を余儀なくされることにより損失を被るリスクの

ことです。

　当金庫では、市場流動性の状況を適切に把握し対応するとともに、当金庫の資金調達･運用構造に即した適切かつ安定的な

資金繰り体制を目指すことを基本方針としております。

　日々 の資金繰りについては、即時に換金できる流動性の高い資金(支払準備資産)が適正な水準を維持するよう管理するとともに、

毎月、資金繰りの状況について｢ＡＬＭ委員会｣へ報告し、必要に応じて常勤理事会に付議･報告しております。流動性資金の

確保に向けた緊急時の資金調達手段としては、平時より信金中央金庫に資金を預けるなど十分な支払準備資産を確保する

ほか、資金繰り状況に応じた対応策を｢流動性危機対応マニュアル｣において定め、不測の事態に備えております。

■リスク管理の方針及び手続きの概要

流 動 性 リ ス ク に 関 す る 事 項

　オペレーショナル･リスクは、業務運営上、徹底して抑制･回避すべきリスクであり、当金庫では｢リスク管理の基本方針｣を踏まえ、

｢事務リスク｣、｢システムリスク｣、｢法務リスク｣、｢評判リスク｣の各リスクを含む幅広いリスクと考え、管理体制や管理方法に関する

基本方針をそれぞれのリスクについて定め、確実にリスクを認識し、評価しております。また、これらのリスクに関しましては、リスク

管理委員会において定期的に協議･検討を行うとともに、必要に応じて常勤理事会に付議･報告しております。

　自己資本比率規制における標準的計測手法により算出した、令和7年3月期のオペレーショナル・リスク相当額は360百万円

です。

■リスク管理の方針及び手続きの概要

オペレーショナル･リスクに関する事項

　本事項にて開示する諸計数は、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫が

その保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当かどうかを判断するために金融庁長官が定める基準に係る算式に

基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準を採用しております。

自 己 資 本 の 構 成 に 関 す る 事 項

 1,890  8,483

適格金融資産担保 保　　証

 1,359  10,957

適格金融資産担保 保　　証

令和5年度

ポートフォリオ

信用リスク削減手法が適用された
エクスポージャーの額

信用リスク削減手法 令和6年度
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■自己資本比率

　自己資本比率は、金融機関の財務の健全性をみるための主要なバロメーターとなります。当金庫の自己資本のうち、配当や利払い等
返済負担のないこれまでの利益の蓄積である｢特別積立金｣の額は2,316百万円であります。今後も当金庫は、健全経営に徹し収益力の
強化を図りながら安定した自己資本の積上げを行っていき、強固な経営基盤を確立することが最も重要な課題であると考えております。

当金庫の令和7年3月期の自己資本比率は8.39％で、信用金庫等の国内で業務を行う金融機関に課
せられた最低の基準である4％を大きく上回る水準を維持し、健全性は十分に確保されております。

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に
　　照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準（平成18年金融庁告示第21号）」に基づき算出しております。
　　なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出しております。

項　　　　　　　　　　目

6,190
3,147
3,090
47
̶

1,006
1,006
̶

̶

7,197

23
̶
23
34
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
57

7,139

80,543

̶

̶
4,504

̶

85,048

8.39％

コア資本に係る基礎項目　　　（１）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額

コア資本に係る基礎項目の額　　　　　　　　（イ）
コア資本に係る調整項目　　（２）

特定項目に係る十五パーセント基準超過額

コア資本に係る調整項目の額　　　　　　　　（ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ））　　　　　　　　　（ハ）
リスク・アセット等　　　　　 （３）
信用リスク・アセットの額の合計額

マーケット・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
フロア調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額　　　　　　　 （ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）/（ニ））

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る十パーセント基準超過額

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の４５パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額

うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額

うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額     
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額     
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額     
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額     
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額     

うち、他の金融機関等向けエクスポージャー    
うち、上記以外に該当するものの額

無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額

（単位：百万円、%）

5,954
3,160
2,841
47
̶
982
982
̶

̶

6,936

17
̶
17
22
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
40

6,896

78,612

̶

4,740
̶

̶
83,352

8.27％

■信用リスク及びオペレーショナル･リスクの所要自己資本の額 （単位：百万円）

自 己 資 本 の 充 実 度 に 関 す る 事 項

①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー

BI
BIC

④未決済取引

⑥CVAリスク相当額を八パーセントで除して得た額（簡便法）
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る経過
　措置によりリスク・アセットの額に算入されなかったものの額

イ． 信用リスク・アセット、所要自己資本の額の合計

ロ． オペレーショナル・リスク相当額の合計額を八％で除して得た額

ハ． 単体リスク・アセットの合計額及び単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

ソブリン向け 
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
　  第一種金融商品取引業者及び保険会社向け
カバード・ボンド向け  
法人等向け 
中小企業等・個人向け
中堅中小企業等向け及び個人向け
　  トランザクター向け
抵当権付住宅ローン 
不動産取得等事業向け
不動産関連向け
　  自己居住用不動産等向け
　  賃貸用不動産向け
　  事業用不動産関連向け
　  その他不動産関連向け
　  ADC向け
劣後債権及びその他資本性証券等
三月以上延滞等
延滞等向け 
自己居住用不動産等向けエクスポージャーに係る延滞 
その他 
上記以外
 

再証券化

ルック・スルー方式
マンデート方式 
蓋然性方式（250％）
蓋然性方式（400％）
フォールバック方式（1250％）

他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他
外部ＴＬＡＣ関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る
調整項目の額に算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー

上記以外のエクスポージャー

重要な出資のエクスポージャー

STC要件適用分
非STC要件適用分
短期STC要件適用分
不良債権証券化適用分
STC・不良債権証券化適用対象外分

令和5年度
リスク･アセット等項　　　目 所要自己資本額

78,612
75,245
420
7,975

23,480
24,094

4,212
8,882

234

1,374
4,568

 ー

1,421

 ー
 ー

 
4

3,142
 49
 ー
 49

 ー
 3,315
 3,315
 ー
 ー
 ー
 ー

 ー

1
ー

4,740

83,352

3,144
3,009
16
319

939
963

168
355

9

54
182

ー

56

 ー

ー

0

125
 1
 ー
 1

 ー
 132
 132
 ー
 ー
 ー
 ー

 ー

0
ー
189

3,334

令和6年度
リスク･アセット等 所要自己資本額

80,543
77,748
393
9,341
720
 ー

22,757

12,751
447

26,760
12,228
10,653
3,697
179
 ー
197

835
88

1,486
3,137
 ー
 ー

1,384

 ー
 ー

 

309

1,442
 23
 ー

 ー
 ー
 23
 ー

 2,771
 2,771
 ー
 ー
 ー
 ー
 ー

ー

0
ー

4,504
3,002
360

85,048

3,221
3,109
15
373
28
 ー
910

510
17

1,070
489
426
147
7
 ー
7

33
3
59
125
 ー

ー

55

  ー
 ー

 12

57
0
 ー

 ー
 ー
0
 ー

 110
 110
 ー
 ー
 ー
 ー
 ー

ー

0
ー
180

3,401

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融
機関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段に関するエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融
機関等に係るその他外部TLAC関連調達手段に係るエクスポージャー

総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機
関等に係るその他外部ＴＬＡＣ関連調達手段のうち、その他外部ＴＬＡＣ関連
調達手段に係る5％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー

証 

券 
化

令和6年度令和5年度

（注）1.所要自己資本の額＝リスク・アセット等×４％
2.「エクスポージャー」とは、資産（派生商品取引によるものを除く）並びにオフ・バランス取引及び派生商品取引の与信相当額等のことです。
3.「三月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している債務者に係るエクスポージャー及び「我が国の中央政府
　及び中央銀行向け」から「法人等向け」（「国際決済銀行等向け」を除く）においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。
4.「延滞等」とは、次の事由が生じたエクスポージャーのことです。 
　①金融再生法施行規則上の「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、「危険債権」、「要管理債権」に該当すること 
　②重大な経済的損失を伴う売却を行うこと 
　③3か月以上限度額を超過した当座貸越であること 
5.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（2023年度計数）。
6.当金庫では、マーケット・リスクに関する事項は該当ありません。 
7.当金庫は、標準的計測手法かつILMを「1」によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております（2024年度計数）。 
8.単体総所要自己資本額＝単体リスク・アセットの合計額（単体自己資本比率の分母の額）×4%
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売却益

売却損

償却

令和6年度令和5年度

̶

̶

̶

̶

̶

̶

（単位：百万円）

■出資等又は株式等エクスポージャー
　の売却及び償却に伴う損益の額

（注）損益計算書における損益の額を記載しております。

上場株式等

非上場株式等

合　　計

区　　分
貸借対照表計上額 時価 貸借対照表計上額 時価

令和6年度令和5年度

̶

1,271

1,271

̶

̶

̶

 25

1,242

1,267

̶

̶

̶

（単位：百万円）■貸借対照表計上額及び時価等

（注）1.「非上場株式等」は、非上場株式のほか信金中央金庫普通出資金、投資事業組合出資金等です。

評価損益

令和6年度令和5年度

40 40

（単位：百万円）

■貸借対照表で認識され、かつ、損益
　計算書で認識されない評価損益の額

評価損益

令和6年度令和5年度

̶ ̶

（単位：百万円）

■貸借対照表及び損益計算書で認識
　されない評価損益の額

証券化エクスポージャーの額

オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引

令和6年度令和5年度

499 ̶ 236 ̶

■保有する証券化エクスポージャーの額 （単位：百万円）

■保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの
　区分ごとの残高及び所要自己資本の額等

（注）所要自己資本の額＝エクスポージャー残高×リスク・ウェイト×４％
ただし、「リスク・ウェイト区分」「エクスポージャー残高」「所要自己資本の額」は、いずれも信用リスク削減効果等を勘案後の内容であるため、上記の計算式と一致しない場合があります。

15％未満
50％未満
100％未満
250％未満
400％未満

1,250％未満
1,250%　　

～
～
～
～
～
～

合計

0％
15％
50％
100％
250％
400％

告示で定めるリスク･ウェイト
区分(％) エクスポージャー残高

オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引 オンバランス取引 オフバランス取引
所要自己資本の額 エクスポージャー残高 所要自己資本の額

令和5年度 令和6年度

（単位：百万円）

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

 499
̶
̶
̶
̶
̶
̶
499

1
̶
̶
̶
̶
̶
̶
1

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

 236
̶
̶
̶
̶
̶
̶
236

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

0
̶
̶
̶
̶
̶
̶
0

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

1. 銀行勘定における出資等又は株式エクスポージャーにあたるものは、上場株式、非上場株式、政策投資株式、上場優先出資証
券、株式関連投資信託、その他投資事業組合等への出資金が該当します。

2. そのうち、上場株式、上場優先出資証券、株式関連投資信託にかかるリスク認識については、時価評価及び予想損失額（ＶａＲ）に
よるリスク計測によって把握するとともに、当金庫の抱える市場リスクの状況や設定されたリスク限度額の遵守状況を定期的にＡＬＭ
委員会、リスク管理委員会で他のリスクと併せて協議・検討を行うとともに、必要に応じて常勤理事会に付議・報告しております。
一方、非上場株式、政策投資株式、その他投資事業組合等への出資金に関しては、当金庫が定める「余裕資金運用基準」などに
基づいて適正な運用・管理を行っております。また、リスクの状況は財務諸表や運用報告を基にした評価による定期的なモニタ
リングを実施するとともに、その状況については、適宜、常勤理事会に報告を行うなど、適切なリスク管理に努めております。

　なお、当該取引に係る会計処理については、日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った、適正な
処理を行っております。

■リスク管理の方針及び手続きの概要

出資等又は株式等エクスポージャーに関する事項

　当該取引にかかる会計処理については、日本公認会計士協会の｢金融商品会計に関する実務指針｣に従った、
適正な処理を行っております。

　証券化エクスポージャーのリスク･ウェイトの判定に使用する適格格付機関は以下の4機関を採用しております。

　当金庫は、外部格付準拠方式を採用しております。
■証券化エクスポージャーについて、信用リスク･アセットの額の算出に使用する方式の名称

■証券化取引に関する会計方針

■証券化エクスポージャーの種類ごとのリスク･ウェイトの判定に使用する適格格付機関の名称

1． 格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）
3． S&Pグローバル・レーティング

2． 日本格付研究所（ＪＣＲ）
4． ムーディーズ･インベスターズ･サービス･インク

令和5年度

令和6年度
6,868

5,926

（単位：百万円）
■リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

ルック・スルー方式を
適用する

エクスポージャー

マンデート方式を
適用する

エクスポージャー

蓋然性方式（250％）を
適用する

エクスポージャー

蓋然性方式（400％）を
適用する

エクスポージャー

フォールバック方式
（1250％）を適用する
エクスポージャー

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

■リスク管理の方針及び手続きの概要

派 生 商 品 取 引 の 取 引 相 手 の リ ス ク に 関 す る 事 項

■リスク管理の方針及び手続きの概要

証 券 化 エ ク ス ポ ー ジ ャ ー に 関 す る 事 項

与信相当額の算出に用いる方式
外国為替関連取引の与信相当額
金利関連取引の与信相当額
株式関連取引の与信相当額

令和5年度
カレント･エクスポージャー方式

■派生商品取引の取引相手のリスクに関する事項 （単位：百万円）

ー
3
ー

ー
3
ー

令和6年度

※長期決済期間取引に該当するものはありません。

　当金庫における証券化取引の役割としては、投資家並びにオリジネーターがあります。投資業務については、有価
証券投資等の一環として捉え、リスクの認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価及び適格格付機関
が付与する格付情報などにより把握し、適切なリスク管理に努めております。
　一方、オリジネーター業務については、中小企業者の資金調達の一手段としての位置付けと捉えております。

　当金庫では、リスクヘッジを目的に派生商品取引を行っております。派生商品取引には市場リスクや取引相手方に対する
信用リスクが内包され、カレント・エクスポージャー方式によって与信相当額を算出しております。
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　銀行勘定の金利リスクとは、金利が変動することによって、保有する資産や負債等の価値（現在価値）や、貸出金
や借入金の金利差などから得られる将来収益（金利収益）が変動するリスクをいいます。当金庫では、「99％タイル又
は1％タイル値」による金利ショックを毎月、金利ショック下の銀行勘定の現在価値変動（⊿EVE）を四半期毎に評価・
計測を行い、適宜、対応を講じる態勢としております。
　他にも、金利更改を勘案した期間収益シミュレーションによる収益への影響度などを計測し、「ＡＬＭ委員会」、「リスク管
理委員会」で協議・検討をするとともに、必要に応じて常勤理事会に付議・報告を行うなど、資産・負債の最適化に向
けたリスク・コントロールに努めております。金利リスクのコントロールについては、資産や負債の残高や期間構成を変
化させるだけでなく、金利スワップなどのヘッジ手段も使用しています。

■リスク管理の方針及び手続きの概要

1. 金利リスクについて
　定量的事項で開示されている金利リスクは、金利ショック下の銀行勘定の現在価値変動（⊿EVE）および金利収益
変動（⊿NII）を示しています。⊿EVEについては、金利上昇時に現在価値が減少し、指定のシナリオのうち上方パラ
レルシフトの⊿EVEが最大値となります。⊿NIIについては、いずれのシナリオも金利収益が減少しますが、金利上昇
シナリオにおける金利収益の変動額の方が大きくなります。
　普通預金等の要求払預金の金利リスク量は、明確な金利改定間隔がなく、預金者の皆さまのご要望によって随時
払い出される要求払預金のうち、引き出されることなく長期間金融機関に滞留する預金をコア預金と定義し、当金庫
では、要求払預金残高の50％相当額を0～5年の期間に均等に振り分けて（平均2.5年）リスク量を算定しております。
固定金利貸出の期限前償還及び定期預金の期限前解約については考慮していません。算出した金利リスクが正と
なる通貨のみを合算し、通貨間の相関は考慮していません。スプレッド及びその変動は考慮しておりません。内部モデル
は使用しておりません。

2. その他の金利リスク計測について
　内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクは、金融機関の保有する資産・負債のうち、市場金利に影響を
受けるもの（預金、貸出金、有価証券、預け金、その他の金利・期間を有する資産・負債）について、金利の変動により
発生するリスク量をみるものです。当金庫では、複数の金利変動幅のシナリオを想定し金利リスク量を計測しており
ます。金利ショックを「99％タイル又は1％タイル値」で計算し、金利ラダー方式（金利更改日までのリスク量を計算する
方式）により算定しております。普通預金や当座預金等の要求払預金の金利リスク量は、上記と同様のコア預金
モデルを採用しています。

■金利リスクの算定手法の概要

銀 行 勘 定 に お け る 金 利 リ ス ク に 関 す る 事 項

上方パラレルシフト
下方パラレルシフト
スティープ化
フラット化
短期金利上昇
短期金利低下
最大値

自己資本の額

項番

1

2

3

4

5

6

7

8

前期末 当期末
⊿EVE 

IRRBB：金利リスク

3,332
0

3,332

2,532
0

2,532
前期末
6,896

490
0

490

661
0

661
当期末
7,139

（単位：百万円）■金利リスクに関する事項

前期末 当期末
⊿NII 

リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）を、リスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額。リスク・アセット

債権の危険度を表す指標。自己資本比率規制で総資産を算出する際に、保有資産ごとに分類して用いる。リスク・ウェイト

エクスポージャー リスクにさらされている資産のことを指しており、具体的には貸出金、外国為替取引、デリバティブ取引などの与信
取引と有価証券などの投資資産が該当。

ソブリン 各国の政府や政府機関が発行する債券の総称をソブリン債券という。その国で発行されている有価証券の中
では一番信用度が高い債券とされるもので、具体的には、中央政府、中央銀行、地方公共団体、政府関係機関、
その他中央政府以外の公共部門などを指す。

ALM ＡＬＭ（Asset Liability Management）は、資産・負債の総合管理といい、主に金融機関において活用されて
いるバランスシートのリスク管理方法。

適格格付機関 バーゼルⅢにおいて、金融機関がリスクを算出するに当たって、用いることができる格付を付与する格付機関のこと。
金融庁長官は、適格性の基準に照らして適格と認められる格付機関を適格格付機関に定めている。

金利ショック 金利の変化（衝撃）のことで、上下2パーセントの平行移動や1パーセンタイル値と99パーセンタイル値といった算出
方法がある。

パーセンタイル値

⊿ＥＶＥ

計測値を順番に並べたうちのパーセント目の値。99パーセンタイル値は99パーセント目の値。

⊿ＥＶＥ（Economic Value of Equity）は、金融機関が保有するポジションの経済的価値の、金利ショックに
対する減少額のこと。

⊿NII ⊿NII（Net Interest Income）は、金利ショックが基準日から12ヶ月間の純金利収入（受取利息と支払利息
の差）に与える影響のこと。

派生商品取引

オリジネーター 原資産の所有者。

（＝デリバティブ取引）有価証券や通貨、金といった金融資産（原資産）の取引から派生し、原資産の現物価格に
よってその価格が決定される商品を指す。具体例としては、先物、先渡し、スワップ、オプション等が挙げられる。

証券化エクスポージャー 金融機関が保有するローン債権や企業が保有する不動産など、それらの資産価値を裏付けに証券として組み
替え、第三者に売却して流動化をする資産。

信用リスク削減手法 金庫が抱えている信用リスクを軽減するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担保、保証などが
該当。ただし、バーゼルⅢにおける信用リスク削減手法としては、告示に定める適格金融資産担保（現金、自金庫
預金、国債等）、同保証（国、地方公共団体等）、自金庫預金と貸出金の相殺等をいう。

コア預金 明確な金利改定間隔がなく、預金者の要求によって随時払い出される預金のうち、引き出されることなく長期間
金融機関に滞留する預金のこと。具体的には、①過去5年間の最低残高、②過去5年間の最大年間流出量を現
残高から差し引いた残高、または、③現残高の50％のうち、最小の額を上限とし、満期は5年以内（平均2.5年）と
して金融機関が独自に定める。

繰延税金資産 金融機関が不良債権の処理等に伴って支払った税金が将来還付されることを想定して、自己資本に算入する
帳簿上の資産。会計上の費用（または収益）と税法上の損金（または益金）の認識時期の違いによる「一時差異
等」を税効果会計によって調整することで生じる。

自
己
資
本
関
係

信
用
リ
ス
ク
関
係

金
利
リ
ス
ク
関
係

市
場
リ
ス
ク
関
係

用 語 解 説

　当金庫では、地域の中小企業と地域住民のための協同組織金融機関としての社会的責任と公共的使命の重みを常
に認識し、「コンプライアンス態勢」の確立と実践こそが企業存立の大前提という理念に立ち、これを経営の最重要課題
と位置付け、役職員全員が高い倫理観を持って職務にあたるよう、日頃から取り組んでいます。

（１）米子信用金庫の社会的責任と公共的使命を常に自覚し、責任ある健全な業務運営の遂行に努めます。
（２）創意と工夫を活かした金融および非金融サービスの提供を通じて、地域社会の発展に貢献します。
（３）あらゆる法令やルールを遵守し、社会的規範に決してもとることのない誠実かつ公正な業務運営を行います。
（４）経営情報の積極的かつ公正な開示をはじめとして、広く地域社会とのコミュニケーションの充実を図ります。
（５）職員の人権、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保します。
（６）環境保全に寄与する金融サービスを提供するなど、環境問題に積極的に取り組みます。
（７）社会と共に歩む「良き企業市民」として、積極的に社会貢献活動に取り組みます。
（８）社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力は、これを断固として排除します。

　コンプライアンスとは、「法令やルール等を厳格に遵守し、さらには倫理等の社会的規範を忠実にかつ誠実に遵守し、
公正な企業活動を遂行する」ことをいいます。

■法令遵守（コンプライアンス）の基本方針

法 令 遵 守（コンプライアンス）の 体 制 に つ い て

（注）金利リスクの算定手法の概要等は、「定性的な開示事項」の項目に記載しております。
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コ ン プ ラ イ ア ン ス 態 勢 強 化 へ の 取 り 組 み

　当金庫は、お客さまからの信頼を第一と考え、個人情報の適切な保護と利用を図るために、個人情報の保護に関する
法律（平成15年法律第57号）および金融分野における個人情報保護に関するガイドライン、その他の関係法令等を
遵守するとともに、個人情報管理委員会を組織し、継続的な安全管理に努めております。
　当金庫は、以下の個人データの安全管理措置を講じております。
1. 「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」、「個人情報保護規程」、「特定個人情報取扱規程」、「個人データの安全
　管理規程」、「個人情報等漏洩防止管理規程」、「個人情報の盗難・紛失等事故対策マニュアル」等の個人情報保護に
　関する規程を整備しております。
2. 個人データの安全管理に係る業務遂行の総責任者である個人情報管理責任者を設置するとともに、営業店および
　本部各部に個人情報管理者を設置し、個人情報の取り扱いや保管状況の点検を実施し、個人情報保護の徹底を
　図っております。また監査部門による立ち入り監査を定期的に実施しております。更に、個人情報保護に関する説明会・
　研修会を全職員を対象に実施しております。
3. 全てのパソコン、端末装置にセキュリティーシステムを導入し個人情報の漏洩、滅失・毀損防止に万全を期しております。

個 人 情 報 保 護 に つ い て

　当金庫は、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融の防止に向けた対策を経営上の重要な課題の一つとして
位置づけ、業務管理部および人事総務部コンプライアンス担当を統括部署とし、副理事長１名を責任者として定めると
ともに、当金庫が直面するリスクを適切に評価し、リスクに応じた対策を実施しています。

マ ネ ロ ン・テ ロ 資 金 供 与・拡 散 金 融 対 策 に つ い て

　当金庫は、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、金融商品の販売等に際しては、次
の事項を遵守し、適正な勧誘を図ることとします。

1.当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な
情報の提供と商品説明をいたします。
2.金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な
判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
3.当金庫は、断定的判断を申し上げたり、事実と異なる情報を提供するなど、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
4.当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
5.当金庫は、金融商品の適正な勧誘が行えるよう、研修等を通じて役職員の知識の向上に努めます。

金 融 商 品 の 勧 誘 方 針

（注）当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」及び
　  「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても本勧誘方針を準用いたします。

１．当金庫は、当金庫がお客さまと行う取引を対象として利益相反管理を行います。
２．当金庫は、以下に定める取引を利益相反管理の対象とします。
　（１）次に掲げる取引のうち、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
　 ①当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと行う取引
　 ②当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまと対立または競合する相手と行う取引
　 ③当金庫が契約等に基づく関係を有するお客さまから得た情報を不当に利用して行う取引
　（２）①から③のほかお客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引
３．当金庫は、利益相反管理の対象となる取引について、次に掲げる方法その他の方法を選択し、またこれらを組み
　合わせることにより管理します。
　 ①対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法
　 ②対象取引またはお客さまとの取引の条件または方法を変更する方法
　 ③対象取引またはお客さまとの取引を中止する方法
　 ④対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法
４．当金庫は、営業部門から独立した管理部署の設置及び責任者の配置を行い、利益相反のおそれのある取引の
　特定及び利益相反管理を一元的に行います。
　また、当金庫は、利益相反管理について定められた法令及び庫内規則等を遵守するため、役職員等を対象に
　教育・研修等を行います。
５．当金庫は、利益相反管理態勢の適切性及び有効性について定期的に検証します。

　当金庫は、信用金庫法及び金融商品取引法等を踏まえ、お客さまとの取引にあたり、本方針及び当金庫が定める
庫内規則に基づき、お客さまの利益が不当に害されるおそれのある取引を適切に管理（以下「利益相反管理」といいます。）
し、もってお客さまの利益を保護するとともに、お客さまからの信頼を向上させるため、次の事項を遵守いたします。

利 益 相 反 管 理 方 針

　当金庫では、金庫全体のコンプライアンスを統括する部署として、人事総務部を設置しています。毎年コンプライアンス
を実現させるための具体的な実践計画である「コンプライアンス・プログラム」を策定し、これに基づいてコンプライアンス
の実践を図っています。
　コンプライアンスに関する規程として、企業倫理確立のための「倫理綱領」、職員が守るべき行動規範としての「倫理
行動基準10ヵ条」、コンプライアンス上の問題点について報告し対応するための「コンプライアンス規程」、「不祥事件
対応規程」、コンプライアンス違反等を通報するための「内部通報規程」、遵守すべき法令事例等を取りまとめた「信用
金庫職員のための考えるコンプライアンス」、反社会的勢力等に対して断固排除するための「反社会的勢力対応規程」
などを制定し、役職員全員に配布し周知を図っています。本部・営業店のコンプライアンス取り組み状況に対する各種
モニタリング、コンプライアンスに係る情報発信や研修等を通じた啓発活動を行っています。さらに本部・営業店に「コンプライ
アンス担当者」を配置することにより、本部・営業店が一体となってコンプライアンス態勢の実効性の確保を図っています。
　また、お客さまからの相談・照会・要望・苦情等を受付ける「お客様相談室」を設置し、営業店の店頭にはお客さまから
直接ご意見を頂くための「お客様カード（ハガキ）」を備え付けるなど、コンプライアンス態勢強化を図っています。
　今期においても不祥事件を再び発生させないよう、コンプライアンス態勢の更なる強化に向けた取り組みを進めています。
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